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第１号議案 平成２５年度事業報告 

 

 平成２５年度事業計画・収支予算に基づき、活発な活動を展開、専修学校及び各種学校の振

興・社会的地位向上を目指して各事業を行った。 

 重点項目への対応として、「新学校種の創設」については、平成２３年１月に取りまとめられ

た中央教育審議会答申の提言「職業実践的な教育に特化した枠組み」をもとに、平成２４年６

月に文部科学省の生涯学習政策局・高等教育局ＷＴが取りまとめ、公表した「専門学校の質的

向上及び高等教育における職業教育の充実に係る方策やその進め方について（試案）」のうち、

『「新たな枠組み」の実現とその先導的試行の実施』について、文部科学省と連携しながら、具

体的な基準等の検討を行い、平成２５年８月３０日「専修学校の専門課程における職業実践専

門課程の認定に関する規程（平成２５年文部科学省告示第１３３号）」として公布・施行され、

平成２６年３月末に最初の認定学科が告示された。 

 「現行制度の充実・改善方策の実現」については、平成２４年４月５日の文部科学省生涯学

習政策局長決定により設置された「専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議」

に、全専各連から小林光俊会長、関口正雄常任理事（ＮＰＯ私立専門学校等評価研究機構理事）、

中村徹常任理事、川越宏樹常任理事、清水信一常任理事・全国高等専修学校協会会長が委員

として参画した。また、平成２５年４月、文部科学省に、学生への経済的支援の在り方につい

て総合的な検討を行う、有識者検討会が設置され、全専各連からは中村徹常任理事が委員とし

て参画した。 

  

１．会議の開催 

（１）定例総会・理事会 

＜第６２回定例総会・第１１７回理事会（平成２５年６月２４日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 以下の議案を審議し原案・提案のとおり承認された。 

   第１号議案 平成２４年度事業報告 

   第２号議案 平成２４年度決算報告ならびに監査報告 

   第３号議案 平成２５年度事業計画案 

   第４号議案 平成２５年度収支予算案 

   第５号議案 平成２５年度第１次補正予算案 

   第６号議案 会則及び施行細則の一部改正 

 ＜臨時理事会(平成２５年１１月２９日／アルカディア市ヶ谷)＞ 

 以下の議案を審議し原案・提案のとおり承認された。 

   第１号議案 会則施行細則の一部改正 

 ＜第１１８回理事会(平成２６年２月２７日／アルカディア市ヶ谷)＞ 

以下の議案を審議し原案・提案のとおり承認された。 

   第１号議案 平成２６年度事業計画原案 

   第２号議案 平成２６年度収支予算原案 

   平成２５年度事業中間報告 

  

（２）常任理事会 

＜第３回常任理事会（平成２５年６月２４日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

  第６２回定例総会・第１１７回理事会に提案する以下の議案を審議し、原案・提案のとお
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り承認された。 

   第１号議案 平成２４年度事業報告 

   第２号議案 平成２４年度決算報告ならびに監査報告 

   第３号議案 平成２５年度事業計画案 

   第４号議案 平成２５年度収支予算案 

   第５号議案 平成２５年度第１次補正予算案 

   第６号議案 会則及び施行細則の一部改正 

 ＜第４回常任理事会（平成２６年２月２７日／アルカディア市ヶ谷）＞※全専協と合同開催 

  第１１８回理事会に提案する以下の議案を審議し、原案・提案のとおり承認された。 

   第１号議案 平成２６年度事業計画原案 

   第２号議案 平成２６年度収支予算原案 

   平成２５年度事業中間報告 

 

（３）正副会長会議（全専協正副会長会議との合同会議として開催） 

 ＜第２回正副会長会議（平成２５年１１月１１日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

     ○都道府県協会等代表者会議（１１月２９日）への対応について 

   ○会則施行細則の改正(役員改選関連)について 

   ○専修学校制度創設４０周年記念事業について 

   ○専修学校等振興議員連盟総会への対応 

   ○現況報告 

 ＜第３回正副会長会議（平成２６年２月１０日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

     ○平成２６年度事業計画原案・収支予算原案の確認 

   ○理事会（２月２７日）への対応 

   ○現況報告 

 

（４）新学校制度創設推進本部（全専協と合同） 

推進本部全体会議では、文部科学省から提示された「専門学校の質的向上及び高等教育にお

ける職業教育の充実に係る方策やその進め方について（試案）」を資料として、今後の具体的な

活動方針や取組等を協議した。なお、会議の開催は以下のとおり。 

 ＜第３回（平成２５年５月２１日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 ○専修学校における質保証・向上に関する調査研究協力者会議への対応 

 ○全専各連総会（６月２４日）への対応 

 ○現況報告 

 ＜第４回（平成２５年６月１１日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 ○全専各連の「職業実践専門課程」の基準（設定方針）の取りまとめ 

 ○専修学校における質保証・向上に関する調査研究協力者会議（６月１７日）への対応 

 

（５）新学校制度創設推進本部長ならびに制度設計ＷＧ正副座長会議（全専協と合同） 

＜第１回（平成２５年６月４日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

   ○全専各連の「職業実践専門課程」の基準（設定方針）の原案策定 

＜第２回（平成２５年７月２４日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

  ○「職業実践専門課程」の告示の施行通知・申請様式等についての検討 
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（６）都道府県協会等代表者会議 

  １１月２９日、東京・アルカディア市ヶ谷において開催。議題は以下のとおり。 

   ○文部科学省関連施策 

職業実践専門課程について 

   ○全専各連現況報告 

     産業界と専門学校との一層の連携促進について、教育費負担軽減に向けた就学支援

措置の創設等に係る要望活動について、専修学校における生徒・学生支援等に対す

る基礎調査の概要について、専修学校制度制定 40 周年記念事業について、専修学校

振興にかかる政治関連への対応、厚労省関連施策について、平成 25 年度ブロック会

議報告及び平成 25～26 年度の主な日程、会長選任手続きにかかるスケジュール・手

続き書類について 

 

（７）課程別設置者別部会代表者会議 

＜（平成２５年１２月９日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 全国学校法人立専門学校協会、全国個人立専修学校協会、全国高等専修学校協会、全国各

種学校協会の代表者及び財務委員会と合同で開催。 

  ○課程別設置者別部会 平成２５年度活動状況・活動予定・予算執行状況等  

  ○課程別設置者別部会 平成２６年度活動方針 

 

（８）ブロック会議 

  各ブロック主催会議として全国９ブロックにおいて以下のとおり開催された。（大会決議等

を行ったブロックについて、決議事項・要望事項を掲載） 

① 北海道ブロック会議（８月１日（木）北海道・京王プラザホテル札幌） 

② 東北ブロック会議（９月１２日（木）山形県・ホテルメトロポリタン山形） 

③ 北関東信越ブロック会議（８月２８日（水）～２９日（木）新潟県・朱鷺メッセ） 

 【大会決議】 

いまわが国は、社会経済・産業構造が急速に変化しグローバル化が進展する中で、人材育

成において専門的技術・技能・知識の高度化を図り、今後成長が見込まれる産業分野、需要

が高い分野への人材シフトを円滑に進めていくことが必要不可欠である。 

専修学校各種学校は、この急激な変化に柔軟に対応し、実践的な職業教育を実施し、即戦

力として第一線で活躍できるスペシャリストや地域人材を育成するとともに、幅広い生涯学

習の場を提供し、地域社会の発展に大きく貢献してきた。 

各種政府の提言等を見ても、これまでの実績とともに、これからのキャリア教育・職業教

育や生涯学習への積極的な対応に関し、国・県の行政機関、産業界、地域社会からの専修学

校各種学校に対する期待は高まっている。 

本ブロック大会では、職業実践的な教育に特化した新たな学校種創設に向けた先導的取組

としての「職業実践専門課程」の意義と、適切な学校評価を通した、それぞれの学校におけ

る関係業界等のニーズを踏まえた質の高い教育の構築と学校運営の改善、さらには情報公開

の重要性が確認された。 

よって、国および県等の行政機関に対して、これまでの各種支援等の継続拡大を基調に、

下記の事項を強く要望し、あわせて人材育成に向け会員校自身が職業教育機関・生涯学習機

関として一般社会へ継続的・主体的な情報発信を行うことを決議する。 
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１． 職業教育機関として一層、社会的評価が向上するよう、職業実践的な教育に特化した

新たな学校種創設を早期に実現すること。 

２． 現行の専修学校各種学校制度の充実・改善に必要な方策の実現を図り、他の学校種と

の制度的格差を是正し、財政的支援や教育内容の充実に向けての公的支援策を講ずる

こと。とくに学生生徒に対する支援として、「授業料減免に対する財政措置」および

「給付型奨学金の創設」を実現すること。 

３． 「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づき、教育の質保証、改善・向上に

努めるとともに、積極的な情報公開に取り組み、専修学校各種学校のさらなる魅力の

発信に努めること。 

④ 南関東ブロック会議（１１月７日（木）千葉県・京成ホテルミラマーレ） 

⑤ 中部ブロック会議（８月２８日（水）～２９日（木）静岡県・ホテルアソシア静岡） 

 【大会宣言決議文】 

平成１８年に始動した全国専修学校各種学校総連合会を中心とした専修学校の「１条校化 

推進運動」は、中央教育審議会が平成２３年１月の答申に盛り込んだ「職業実践的な教育に

特化した枠組み」を受け、「新学校種」創設の具体化を進めてきた。現在は、平成２４年６月

に文部科学省が取りまとめた試案により、平成２５年度内に先導的試行として「職業実践専

門課程」（仮称）の認定制度が導入されつつある。」 

我々専修学校各種学校は、最終目標の早期実現に向けて認定制度に係る手続を開始できる

よう理解を深めるとともに、産業界等との密接な連携のもとでの教育体制の整備を促進や、

さらに職業実践的な教育に対する社会的な認知度及び評価を高める活動に積極的に取り組ん

でいく。 

また、並行して進められた専修学校各種学校の充実・改善方策については、「専修学校教

育の振興方策等に関する調査研究協力者会議」が平成２３年３月に取りまとめた調査研究報

告において、「社会の幅広いニーズに応える多様な学習機会の提供」や「教育の質向上等に向

けた取組の推進」等、専修学校各種学校が今後めざすべき方向性と対応方策が取りまとめら

れた。 

その具体的取り組みについては、成長分野等における中核的専門人材やグローバル専門人

材等の育成、職業教育に対する手厚い修学支援など、制度的・財政的な一層の振興方策を求

めていく一方、協力者会議が取りまとめた「専修学校における学校評価ガイドライン」を踏

まえ、教育の質の保証及び学校運営の改善・向上を図るとともに、積極的な情報公開に取り

組むこととしている。 

本ブロック協議会の専修学校各種学校は、第５８回定期大会の名において、わが国の職業

教育を担う中核として、その社会的責任を自覚し、次のとおり宣言・決議する。 

１． 社会的基盤を支える「人づくり」に向けて、キャリア教育・職業教育の推進による実

践的な職業能力の育成に取り組む。 

２． 職業実践的な教育に特化した新学校種の早期実現に向けて、さらなる運動を積極的に

展開する。 

３． 教育の質保証を担保する自己点検・自己評価、学校関係者評価や第三者評価を通して

情報公開を積極的に行い、公益的な職業教育機関としての社会的責任に応える。 

４． 生涯にわたり学習活動と職業生活を営むことができる複線型の教育体系の実現を目指

す。 
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⑥ 近畿ブロック会議（７月５日（金）京都府・ホテルグランヴィア京都） 

⑦ 中国ブロック会議（７月９日（火）島根県・松江東急イン） 

 【大会決議】 

  ２年後の２０１５年に専修学校制度創設４０周年を迎えようとしている今日、私たち中国

ブロックの会員校はいずれも地域社会の発展と地域経済の活性化のために努力し、一定の成

果を上げてきました。 

  かつては、商業高校や工業高校など職業教育を目的とした高等学校が地域の人材を育成し

ていました。しかし、時代の急速な変化とともにその役割を専門学校が担うようになり、現

在では地方活性化のために欠くことのできない人材を育成する職業教育機関として、その地

位を確立しております。このたび制度化されようとしている職業実践専門課程についても、

私たち専門学校の評価が高まり、今まで以上に社会的地位を向上させるものであると期待し

ています。 

  しかしながら、長年の不景気の中で、１８歳の子供を持つ親たちの所得は減少し、高等学

校卒業後の進学をあきらめる場合も多々認められるなかで、東京や大阪などの大都市に進学

することができず、地元の専門学校に入学し一生懸命努力している学生も存在しております。

彼らのために地方の専門学校はできるだけ学費を押さえ、厳しい経営環境の中での教育を余

儀なくされているのも現実であります。 

  平成２５年度から国は、都道府県が実施している高等専修学校の就学困難な生徒に対する

授業料減免に要する経費について、特別交付税として地方財政措置を講じたところです。専

門学校についても同様の措置が講じられるよう、まずは各県において専門学校における授業

料減免への支援制度を構築し、地方交付税による国の財政支援を要求することも重要であり

ます。 

  一方近年、地方公共団体が、地元の活性化と称して都市部の大規模法人による専門学校誘

致を推進する事例もあり、既存の専門学校との確執が問題視されていることもあり、各県で

の私立学校の設置認可に関する適切な対応が求められています。 

  地域の実態に合った適切な学校運営ができるような環境整備のためにも、専修学校各種学

校の運営に対する各県における支援の一層の充実、並びに経済的困窮により就学をあきらめ

ざるを得ない家庭の学生・生徒に対する支援制度の創設を強く要望することを、ここに決議

するものであります。 

⑧ 四国ブロック会議（１０月１８日（金）愛媛県・メルパルクＭＡＴＳＵＹＡＭＡ） 

⑨ 九州ブロック会議（７月２５日（木）～２６日（金）沖縄県・沖縄かりゆしアーバンリ

ゾート・ナハ） 

 【大会宣言】 

  我国の専修学校各種学校は未来の日本の担い手となる人材を育成し、時代の変化に速やか

かつ柔軟に対応した専門的な職業教育を実施していることは他の学校種の追随をゆるさな

いところである。 

  また、複線型教育の推進とともに専修学校各種学校の果たす役割は我国の教育においては、

ますます重要な地位を占めるようになった。一方で、我国における人口構造の変化と経済社

会の国際化・情報化はいよいよその勢いを増しており、専修学校各種学校の形態そのものに

関わる問題も生じつつある。 

  いまこそ、職業教育を担う中核的な教育機関として、専修学校各種学校は、各校が経営の

改善と教育の質の向上のための更なる自己改革を図り、社会的責任に応えなければならない。 
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  本日、この九州ブロック大会において、下記事項を行政当局並びに全国専修学校各種学校

総連合会に対して強く要望するとともに、併せてそれぞれの九州ブロック会員校が課題の解

決及び社会的責任の遂行に向け努力することを宣言する。 

記 

１． 国、県等の行政機関への要望 
（１） 職業実践的な教育に特化した新たな学校種創設の早期実現を求める。 

（２） 職業実践専門課程（仮称）については、できるだけ多くの専門学校が認定を受けられ

るように特段の配慮を求める。 

（３） 現行の専修学校及び各種学校の充実・改善に必要な方策の実現を求める。 

（４） 複線型の教育体制における職業教育のより一層の振興を求める。 

（５） 専門学校及び学生に対する他の学校種との格差是正を求める。 

２． 全国専修学校各種学校総連合会への要望 

全専各連活動に地方の意見を反映させるため、全専各連役員・委員会委員等への九州ブ

ロック内の人材登用を引き続き積極的に行うことを求める。 

３． 九州ブロック内の会員校の課題、社会的責任の遂行に向けて 

（１） 前年度末に策定された「専修学校における学校評価ガイドライン」を活用し、健全経 

営および教育内容改善と教職員の資質向上を図り、より魅力ある職業教育を実施する。 

（２） 職業教育機関として、若年者雇用対策や生涯学習環境の提供など、地域社会への貢献

を積極的に行う。 

（３） アジアに近接した九州ブロックの地理的特性を活かし、国際社会で活躍し我国の将来

に貢献する視点を持った人材の育成と先を見通した学校経営に心がける。 

 

（９）事務担当者会議 

  ４月１９日、東京・アルカディア市ヶ谷においてＴＣＥ財団と共催で開催。全専各連の定

例総会・理事会資料等をもとに、平成２５年度事業計画や諸手続等の説明を行った。 

 

２．委員会活動 

（１）総務委員会 

 ①会議の開催（※＝全専協総務運営委員会との合同委員会として開催） 

  ＜第４回（平成２５年５月１６日／アルカディア市ヶ谷）＞※ 

    ○定例総会（６月２４日）への対応について 

    ○平成２４年度事業報告・平成２５年度事業計画案報告 

    ○現況報告  

  ＜第５回（平成２５年１０月２３日／アルカディア市ヶ谷）＞※ 

    ○職業実践専門課程の創設について 

    ○役員改選について 

    ○文部科学省関係現況報告 

    ○厚生労働省関係現況報告 

    ○その他現況報告 

    ○今後の予定 

  ＜第６回（平成２５年１１月２８日／アルカディア市ヶ谷）＞※ 

    ○現況報告 
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○平成２６年度活動方針（骨子）の検討 

○平成２５年度事業中間報告（概要） 

○今後の予定 

  ＜第７回（平成２６年１月２８日／アルカディア市ヶ谷）＞※ 

    ○現況報告 

    ○平成２６年度運動方針原案（基本方針・重点目標）、事業計画原案の検討 

    ○全専各連・全専協理事会の運営 

    ○今後の予定 

 

②担当別活動状況 

 ⅰ激甚災害法対応 

 ＜東日本大震災からの復興を担う専門人材育成事業への対応＞ 

  ５月１０日付、文部科学省が公募した平成２５年度専修学校関係事業のうち、平成２５年

度「東日本大震災からの復興を担う専門人材育成支援事業」(専修学校関係事業)について、

５月１３日付で、各都道府県協会等事務局及び全専各連・全専協役員、分野別専門部会事務

局へ情報提供を行い、会員校への周知協力を呼びかけた。 

 ⅱ振興策対応     

 ＜専修学校の質の保証･向上に関する調査研究協力者会議への対応＞ 

  平成２３年１月の中教審答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につ

いて」では、質の向上に向けた専修学校の自主的な取り組みが指摘され、社会の要請に応え

る専修学校の質の保証・向上に関する調査研究を行うため、平成２４年４月５日の文部科学

省生涯学習政策局長決定により設置された「専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協

力者会議」に、小林光俊会長、中村徹常任理事、関口正雄常任理事（ＮＰＯ私立専門学校等

評価研究機構理事）、川越宏樹常任理事、清水信一常任理事・全国高等専修学校協会会長が

委員として参画した。平成２５年７月１２日、「職業実践専門課程（仮称）」の創設について

～職業実践的な教育に特化した枠組みの主旨をいかした先導的試行～（報告）、が報告・公

表された。 

＜学生への経済的支援の在り方に関する検討会への対応＞ 

 平成２５年４月、文部科学省に、学生への経済的支援の在り方について総合的な検討を行

う、有識者検討会が設置され、全専各連からは中村徹常任理事が委員として参画した。平成

２５年８月３０日、「学生への経済的支援の在り方について（中間まとめ）」が報告・公表

された。また、平成２６年１月１６日には、同検討会において行われた関係団体からのヒア

リングにおいて、関口正雄常任理事が「「学生への経済的支援の在り方について（中間まと

め）」に対する意見について」とする意見発表を行った。 

  ＜専門学校における経済的支援に関する実態調査への対応＞ 

  平成２５年１月１１日付、文部科学省が各都道府県専修学校主管課へ依頼した「専門学校

における経済的支援に関する実態調査」について、調査結果が取りまとめられ、４月２４日

付で、各都道府県協会等事務局に情報提供を行った。 

＜専修学校生の教育費負担軽減に向けた就学支援措置の創設・拡充への対応＞ 

 ９月３０日付、専修学校生の教育費負担軽減に向けた就学支援措置の創設・拡充に係る要

望として、都道府県協会等に対して、都道府県知事、議会あてに平成２６年度予算陳情とあ

わせて専修学校教育の振興策の実現に関する要望書の提出を依頼した。１１月２５日付、都
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道府県における要望活動について調査を行い、１２月１９日付で、文部科学省に対して、要

望書の提出を行った２１都道府県の要望内容について報告を行った。   

  ＜日本学生支援機構の奨学金貸与事業への対応＞ 

  ４月１日付「独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令」により、同

機構の奨学金貸与事業における奨学金の貸与対象が、専修学校専門課程１年制（調理師・製

菓衛生師・社会福祉士等）ならびに通信制学科の学生に対しても拡大された。 

  ＜文部科学省・厚生労働省 平成２６年度関係予算説明会の実施＞ 

  全専協との共催で、平成２６年３月１２日に東京・アルカディア市ヶ谷において説明会を

開催した（参加者数：１３９名）。 

＜成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業への対応＞ 

  ５月１７日付、文部科学省が公募した平成２５年度専修学校関係事業のうち、平成２５年

度成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業について、５月２０日付で、各

都道府県協会等事務局及び全専各連・全専協役員、分野別専門部会事務局へ情報提供を行い、

会員校への周知協力を呼びかけた。 

＜専修学校の質保証・向上に関する調査研究事業への対応＞ 

  私立専門学校等評価研究機構が文部科学省から受託した「専修学校の質保証・向上に関す

る調査研究」事業における評価検討委員会委員として参画した。   

＜私立大学等研究設備整備費等補助金・私立学校施設整備費補助金への対応＞ 

６月１８日付、文部科学省が平成２５年度専修学校関係事業のうち、私立大学等研究設備

整備費等補助金、私立学校施設整備費補助金について、各都道府県私立専修学校主管部課長

に対して事業募集を通知した。６月１８日付で、各都道府県協会等事務局及び全専各連・全

専協役員、分野別専門部会事務局へ情報提供を行い、会員校への周知協力を呼びかけた。 

＜専修学校納付金及び施設・設備等に係る調査への対応＞ 

６月６日付、文部科学省が各都道府県専修学校担当課等へ依頼した「専修学校の生徒学納

金等に関する調査及び私立専修学校（高等課程及び専門課程）における平成２６年度以降実

施予定の施設・設備整備費等に係る調査について（依頼）」について、６月１９日付で、各都

道府県協会等事務局及び全専各連理事へ情報提供を行い、会員校への周知協力を呼びかけた。 

 ＜学生生活に関する基礎調査（専門学校）への対応＞ 

  文部科学省委託事業「専修学校における生徒・学生支援等に対する基礎調査」（実施代表者：

小林雅之東京大学・大学総合教育研究センター教授）について、専修学校生に対する経済的

支援策等の施策立案等の参考とするため、専修学校生への実態調査とともに、都道府県や専

修学校が実施している経済的支援策等の実態調査を行うもので、各都道府県協会等事務局及

び全専各連・全専協役員へ情報提供を行い、会員校への周知協力を呼びかけた。 

＜学生の職業的資質形成過程に関する国際比較調査への対応＞ 

名古屋大学寺田盛紀教授（文部科学省調査研究協力者会議委員）を責任者として、日本の

ほかＯＥＣＤ加盟３カ国の共同調査として実施（専門学校の対象分野は商業実務分野を中心）

され、専門学校の調査対象部分について全専各連に対して調査協力依頼があり、対象分野の

会員校を複数校抽出して調査協力を依頼した。 

＜ＩＳＯ２９９９０（非公式教育・訓練における学習サービス－サービス事業者向け基本的

要求事項）への対応＞ 

  平成２２年９月１日に発行された、初の学習サービス事業者向け国際規格（非公式教育・

訓練における学習サービス－サービス事業者向け基本的要求事項）の日本の国内審議団体で
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あるＪＡＭＯＴＥ（一般社団法人人材育成と教育サービス協議会）と、専修学校各種学校と

の連携・協力について調整を行った。ＩＳＯ／ＴＣ２３２国内審議委員会に全専各連から中

島利郎副会長が国内審議委員会専門委員として参画した。 

 ⅲ中央教育審議会対応 

＜教育振興基本計画部会への対応＞ 

  中央教育審議会教育振興基本計画部会では、平成２３年６月の諮問以来、検討が進められ

てきた第２期教育振興基本計画の策定について、４月２５日の総会で答申が取りまとめられ、

この答申にもとづき、６月１４日閣議決定された。  

 ⅳ厚生労働省対応 

＜ジョブ・カード制度推進への対応＞ 

昨年に引き続き「ジョブ・カード推進協議会」に全専各連からは秋葉英一理事が参画。 
また、ジョブ・カード制度の推進、改正等にかかる情報提供を都道府県協会等に行った。 

＜求職者支援訓練制度への対応＞ 

 平成２３年１０月１日より実施されている「求職者支援訓練」の認定基準について、３月

の厚生労働省の労働政策審議会職業能力開発分科会の審議を経て、必要な訓練の質・量の両

面での確保を目的として、所要の改正が行われ、１０月１日以降に開講する訓練の認定から

適用されることとなった。 

また、４月３日付で厚生労働省が改正案についてパブリックコメントを募集。４月１６日

付で全専各連・全専協役員、総務委員、都道府県協会等事務局へ情報提供を行い、会員校へ

の周知協力を呼びかけた。 

 ＜中央訓練協議会への対応＞ 

新規成長、雇用吸収が見込まれる産業分野における人材ニーズを踏まえ、職業訓練の重点

分野及び実施規模、人材定着・能力発揮ができる環境整備の方策等を検討するため、平成２

１年に厚生労働省職業能力開発局に設置された「中央訓練協議会」に、全専各連から関口正

雄常任理事が参画した。 

＜高齢・障害・求職者雇用支援機構への対応＞ 

高齢・障害・求職者雇用支援機構の業績評価（職業能力開発業務）を行う外部評価委員会

職業能力開発専門部会に、全専各連から関口正雄常任理事が参画した。 

 ＜学び直しの支援措置への対応＞ 

  平成２５年６月１４日、日本再興戦略が閣議決定され、若者・社会人の学び直しの促進や、

女性のライフステージに対応した活躍支援など、厚労省労働政策審議会職業能力開発分科会に

おいて、学び直しの支援措置の対象と考えられる教育訓練等について検討が行われていること

から、全専各連では積極的に情報収集を行った。 

また、平成２６年３月２７日には参議院厚生労働委員会の参考人質疑に全専各連から小林光

俊会長が出席し、雇用保険法の一部を改正する法律案について意見陳述を行った。 

 ＜公共職業能力開発施設をめぐる実態等に関する調査への対応＞ 

  公共職業能力開発施設（以下「能開施設」という。）での職業訓練は、専修学校各種学校

の教育との重複を避けて行うべきとの観点から、平成９年度に、当時の文部省及び労働省に

おいて今後の能開施設の在り方について協議を行い、その合意の結果を各都道府県主管課に

通知、また、平成１７年度実施の「都道府県立の公共職業能力開発施設をめぐる実態等に関

する調査」の結果をもとに厚生労働省と協議を続け、平成１８年６月１２日付で、職業能力

開発局長に対して４つの事項からなる要望を行い、この要望を受けて、厚生労働省は、平成
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１０年当時の文部科学省との合意を徹底するため、同日付けで都道府県職業能力開発主管部

（局）長に対して「公共職業能力開発施設と専修学校等との調整等について」（平成１０年

課長内かん）の文書を発出しているが、依然として専修学校各種学校と能開施設の教育内容

が競合し、学校の経営を圧迫しているとの報告もあるため、「能開施設との役割分担を明確

にする」活動の一環として、各都道府県における公共職業能力開発施設の入試日程の調査を

４月に実施した。また、実態等の調査を行うため、１２月１８日付で、各都道府県協会等事

務局に対して調査協力を依頼した。平成２６年２月１０日には厚労省能力開発課長名で都道

府県職業能力開発主管部（局）長に対して「公共職業能力開発施設と専修学校等との調整等

について」の文書が発出され、上述の平成１０年課長内かんの趣旨等について改めて留意す

ること、記載事項について再度確認及び地域の実情を踏まえた十分な配慮を行うよう求めた。

平成２６年２月１２日には、厚生労働省職業能力開発局長との意見交換会が行われ、全専各

連から、関口正雄常任理事、重里徳太理事、前鼻英蔵理事、千葉茂常任理事、河原成紀理事、

植田威全専協理事が出席した。 

＜民間教育訓練機関に対する質保証の取組支援への対応＞ 

  厚生労働省では、公的職業訓練の担い手である民間教育訓練機関が提供する職業訓練サー

ビスの質を向上させるため、平成２３年に「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガ

イドライン」を策定し、職業訓練サービスのさらなる品質の保証及び向上に向け、当該ガイ

ドラインの周知・普及の一環として、平成２５年度「民間教育訓練機関に対する質保証の取

組支援の実施事業」を早稲田大学に委託、ガイドラインに基づく質保証の取組に対する支援

の強化を目的として、「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン講習会・個

別相談会」を全国７会場で開催した。専修学校・各種学校では、失業者等の雇用対策として

の離職者訓練（委託訓練）及び求職者支援訓練、在職者等の能力開発としての教育訓練給付

制度の指定講座など当該ガイドラインに関係の深い職業訓練を実施する学校も多いことから、

９月３０日付、各都道府県協会等事務局へ情報提供を行い、会員校への周知協力を呼びかけ

た。 

 

（２）財務委員会（※＝全専協財務委員会との合同委員会として開催） 

 ＜第４回（平成２５年５月８日／アルカディア市ヶ谷）＞※ 

   ○平成２４年度決算報告及び監査会への対応 

     ○平成２５年度補正予算案について 

   ○平成２５年度専修学校関係予算案について 

 ＜第５回（平成２５年１１月５日／アルカディア市ヶ谷）＞※ 

   ○平成２５年度仮決算報告 

     ○会費徴収報告 

   ○公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度の見直しについて 

   ○専修学校の教育費負担軽減に向けた就学支援措置の創設・拡充に係る要望について 

   ○学び直しの支援措置について 

   ○専修学校制度創設４０周年記念事業について 

 ＜第６回（平成２５年１２月９日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

   ○課程別設置者別部会代表者合同会議（平成２５年度活動状況・活動予定・予算執行状

況、平成２６年度活動方針） 

   ○総務委員会正副委員長合同会議（平成２５年度活動状況・活動予定・予算執行状況、
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平成２６年度活動方針） 

＜第７回（平成２６年１月３０日／アルカディア市ヶ谷）＞※ 

  ○平成２６年度収支予算原案の検討 

  ○平成２５年度実績報告 

 

（３）組織委員会 

＜第４回（平成２５年５月１４日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

  ○会長諮問事項・全専各連会長選任の在り方について 

  ○分野別専門部会の承認について 

＜第５回（平成２５年１０月４日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

  ○会長諮問事項・全専各連会長選任の在り方について 

  ○職業実践専門課程について 

  ○現況報告 

＜第６回（平成２６年２月７日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

  ○会長候補者の立候補手続きにおける選挙管理委員会の編成について 

  ○平成２６年度事業計画原案について 

  ○今後の予定 

 

３．「７月１１日 職業教育の日」推進のための広報活動 

「７月１１日 職業教育の日」にかかる事業の推進について、総務委員会と全専協総務運営

委員会の広報対応担当を中心として活動を行った（プロモーショングッズの製作、配布）。 

① エコバックを製作し、都道府県協会等を通して会員校に配布。 

② ２０１４年カレンダーを製作し、高等学校、関係団体、会員校等に配布。 

③ ポストイットを製作し、会議・研修会等を通して配布。 

 

４．留学生の受け入れの推進 

 本連合会と全専協が連携し、以下の事業を実施した。 

 ○専門学校留学希望者に対する情報提供の実施 

 ＜「外国人学生のための進学説明会」への参加＞ 

  ・東京会場：７月１４日 

  ・大阪会場：７月２１日 

 主催：（独）日本学生支援機構 

 ＜「日本留学フェア」台湾・韓国の実施＞ 

・台湾会場（台中・７月１９日、高雄・７月２０日、台北・７月２１日） 

・韓国会場（釜山・９月７日、ソウル・９月８日） 

 主催：（独）日本学生支援機構 共催：全専各連・（公社）東京都専修学校各種学校

協会・（一財）日本語教育振興協会 

  ＜文部科学省委託事業「専修学校留学生就職アシスト事業」への対応＞ 

   ・受託先であるＴＣＥ財団が実施する研修会や留学生の就職マッチング事業、調査研究

等への協力 
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５．課程別設置者別部会活動報告 

（１）全国学校法人立専門学校協会 

①会議の開催 

 ⅰ定例総会・理事会 

 ＜定例総会・理事会（平成２５年６月２５日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 第１号議案 平成２４年度事業報告 

  第２号議案 平成２４年度決算報告ならびに監査報告 

  第３号議案 平成２５年度事業計画案 

  第４号議案 平成２５年度収支予算案 

  第５号議案 会則及び施行細則の一部改正 

＜理事会(平成２６年２月２７日／アルカディア市ヶ谷)＞※全専各連と合同 

  第１号議案 平成２６年度事業計画原案 

  第２号議案 平成２６年度収支予算原案 

 ⅱ常任理事会  

＜常任理事会（平成２５年６月２５日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 ○平成２４年度事業報告 

 ○平成２４年度決算報告ならびに監査報告 

 ○平成２５年度事業計画案 

 ○平成２５年度収支予算案 

 ○会則及び施行細則の一部改正 

 ○定例総会・理事会への対応 

＜常任理事会（平成２５年１１月２９日／アルカディア市ヶ谷）＞※全専各連と合同 

 ○会則施行細則の一部改正 

＜常任理事会（平成２６年２月２７日／アルカディア市ヶ谷）＞※全専各連と合同 

 ○平成２６年度事業計画原案 

 ○平成２６年度収支予算原案 

 ○理事会への対応 

 ⅲ正副会長会議 

  全専各連と合同で開催し、具体的な方策等の検討を行った。なお、日程・議題等は全専各

連と合同開催により同内容のため割愛する。 

 ⅳ新学校制度創設推進本部 

  全専各連と合同で開催し、具体的な方策等の検討を行った。なお、日程・議題等は全専各

連と合同開催により同内容のため割愛する。 

②委員会活動 

 ⅰ総務運営委員会 

  全専各連の総務委員会と連携して、専門学校の振興にかかる、特別部会、協力者会議、平

成２５年度専修学校関係予算案、厚労省諸事業への対応、専門学校の広報活動の検討、総会

の運営等を行うとともに、平成２５年度の運動方針案の原案取りまとめを行った。 

 ⅱ財務委員会 

  予算執行状況を確認して健全な財務運営を図った。また、平成２５年度収支予算原案の編

成を行った。 
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 ⅲ留学生委員会 

  ○日本学生支援機構主催の「外国人学生のための進学説明会（東京・大阪）」で専門学校

留学に関する情報提供を行うとともに、全専各連と東京都協会及び日本学生支援機構、

日本語教育振興協会等で共催した「日本留学フェア（台湾及び韓国）」に参加した。 

  ○ＴＣＥ財団と共催で「専門学校留学生担当者研修会（東京会場）」を実施した。 

  ○ＴＣＥ財団が受託した文部科学省委託事業「専修学校留学生就職アシスト事業」の推進。 

③調査研究活動 

  ○「専門学校修了者の大学編入学状況及び大学院入学状況の実態調査」の実施 

専門学校修了者の大学への編入学の実態及び４年制専門学校修了者の大学院入学状況

に関する調査を７月に実施。役員会で結果資料を配布するとともに、全専各連ホームペ

ージに掲載した。 

  ○専門学校教育内容の充実に資する調査研究 

ＴＣＥ財団の行う「中堅教員研修カリキュラム研究」に協力。研究成果は報告書にま

とめ会員校へ配布するとともに、財団ホームページに掲載した。 

  ○専門学校調査の協力支援 

吉本圭一九州大学人間環境学研究院主幹教授が行う「２５年度文部科学省・成長分野

等における中核的専門人材養成に関する戦略的推進事業」の「グローバル専門人材」分

野のコンソーシアム・職域プロジェクトへの協力。 

④研修事業の実施 

  ○専門学校の教育訓練・運営に係る内部質保証人材の養成講習（ＴＣＥ財団と共催） 

平成２６年２月３日、４日開催／東京都・アルカディア市ヶ谷／２０名受講 

テーマ及び講師 

「専修学校における学校評価ガイドライン策定の意義 

    ガイドラインに沿った学校評価の進め方(自己評価) 

    学校関係者評価の進め方」 

    「自己評価報告書の作成演習(グループ演習･討議)」 

            私立専門学校等評価機構 事務局長 真崎 裕子 

    「ＩＳＯ２９９９０：２０１０の要求事項①･②」 

    「監査技法と内部監査事例演習」 

            人材育成と教育サービス協議会 事務局 八木 信幸 

  ○専門学校留学生担当者研修会（ＴＣＥ財団と共催） 

平成２５年１２月２日開催／東京都・アルカディア市ヶ谷／９６名受講 

テーマ及び講師 

   「出入国管理の現状及び諸施策について」 

法務省入国管理局入国在留課 補佐官 長尾 恭輔 

   「留学生に係る出入国・在籍関係等申請の実務について」 

東京入国管理局留学審査部門 統括審査官 岡部 昌一郎 

   「専修学校留学生に対する支援について」 

文部科学省 専修学校教育振興室 専門官 佐藤 将由 

   「文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度について」 

            (独)日本学生支援機構 国際奨学課長 塚田 成郎 

  ○管理者研修会（ＴＣＥ財団と共催） 
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   日程・会場・参加者数 

   平成２５年９月１９日／東京都・東京ガーデンパレス／２８６名 

   平成２５年１０月４日／大阪府・大阪ガーデンパレス／１７１名 

   平成２５年１０月８日／宮城県・仙台ガーデンパレス／６６名 

   テーマ・講師 

   (東京会場) 

「学校法人会計基準の改正について 

～平成２７年度からの施行に向けた対応～」 

  永和監査法人代表社員･公認会計士 福島 直 

(大阪会場･仙台会場) 

 ｢労働契約法及び高年齢雇用安定法の改正について 

～改正のﾎﾟｲﾝﾄと学校における対応～｣ 

  (大阪会場) 

   弁護士法人俵法律事務所 弁護士 小國 隆輔 

  (仙台会場) 

   厚生労働省労働基準局労働条件政策課 課長補佐 角園 太一 

   厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課 政策係長 田中 久美子 

(３会場共通) 

 ｢職業実践専門課程にかかる認定制度の創設について 

～職業実践的な教育に特化した枠組みの趣旨をいかした先導的試行～｣ 

(東京会場) 

文部科学省専 修学校教育振興室 室長 圓入 由美 

     (大阪･仙台会場) 

      文部科学省専修学校教育振興室 第一係長 春田 鳩麿 

○文部科学省・厚生労働省「専修学校関係予算等に関する説明会」（全専各連と共催） 

平成２６年３月１２日／東京都・アルカディア市ヶ谷／１３９名 

⑤広報活動の推進 

  ○「７月１１日 職業教育の日」推進のための広報活動 

  ○会報の発行（年２回：平成２５年１１月、平成２６年３月発行） 

  ○高度専門士・専門士・大学院入学・大学編入学パンフレットの発行 

    １３７,０００部作成、各都道府県協会等へ１３５，６００部を配布。 

⑥専門学校におけるスポーツ振興 

  ○全国専門学校体育連盟への運営費補助を支出。 

 

（２）全国高等専修学校協会 

①会議の開催 

ⅰ定例総会 

＜平成２５年度定例総会（平成２５年６月１９日／東京・主婦会館プラザエフ）＞ 

  第１号議案 平成２４年度事業報告 

  第２号議案 平成２４年度決算報告ならびに監査報告 

  第３号議案 平成２５年度事業計画案 

  第４号議案 平成２５年度収支予算案 
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  第５号議案 理事の選出について 

ⅱ理事会 

＜第１回理事会（平成２５年６月１９日／東京・主婦会館プラザエフ）＞ 

○定例総会への提案事項の審議 

＜第２回理事会（平成２５年９月５日／東京・アルカディア市ヶ谷）＞ 

  ○平成２５年度『成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進』事業 

  「高等専修学校における高等教育機関と接続したモデル・カリキュラム開発と就労支援シ

ステムの構築」について 

＜第３回理事会（平成２６年２月２４日／東京・アルカディア市ヶ谷）＞ 

  ○平成２６年度事業計画原案・収支予算原案 

 ②全国高等専修学校体育大会の開催 

○第２３回全国高等専修学校体育大会の開催   

   平成２５年７月２２日～２４日／富士北麓公園、富士河口湖町民体育館、鐘山総合スポ

ーツセンター 

 ③研修会の開催 

ⅰ管理者研修会（定例総会終了後） 

平成２５年６月１９日／主婦会館プラザエフ 受講者：高等専修学校管理者４１名 

テーマ：高等専修学校をめぐる諸課題について（パネルディスカッション） 

アドバイザー：文部科学省専修学校教育振興室 圓入 由美室長 

パネラー：清水信一会長 岡部隆男副会長・研修委員 

大岡豊副会長・制度改善研究委員長 

司会進行：鈴木正研修副委員長 

議題①：高等専修学校の施策について 

議題②：多様化する生徒・保護者への対応について 

ⅱ教職員研修会 

平成２５年８月２日／アルカディア市ヶ谷 受講者：高等専修学校教職員２２名 

テーマ：発達障がいのある方への導き及びその就労の実態 ～～本校の進路指導と一般的

な進路指導～～ 

講師：武蔵野東技能高等専修学校 今城慎一郎 自閉児進路アドバイザー 

テーマ：ペップトーク 元気・活気・勇気を与えるトーク術 

講師：岩崎由純 日本ペップトーク普及協会会長 

④委員会活動 

 運動方針に掲げた課題等の研究討議や事業の企画運営のため、高等専修学校総務委員会、

研修委員会、制度改善研究委員会、体育振興委員会の各委員会で活動。 

⑤「ニュース高等専修」の発行 

 総会後の管理者研修特集としてパネルディスカッション「高等専修学校をめぐる諸課題に

ついて」の内容を掲載して７月に刊行し、会員校へ送付した。 

⑥調査研究報告書の刊行 

 高等専修学校の就学支援金・学校評価等に関するアンケート調査の結果をまとめ、報告書

として会員校へ送付する。 
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（３）全国個人立専修学校協会 

①会議の開催 

ⅰ定例総会 

＜第１７回定例総会（平成２５年６月１８日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 第１号議案 平成２４年度事業報告 

  第２号議案 平成２４年度決算報告ならびに監査報告 

  第３号議案 平成２５年度事業計画案 

  第４号議案 平成２５年度収支予算案 

  第５号議案 理事の選任について 

ⅱ理事会 

＜第６２回理事会（平成２５年５月９日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 ○平成２５年度事業計画案・収支予算案について 

  ○第１７回定例総会・研修会・懇親会について 

＜第６３回理事会（平成２５年６月１８日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

○定例総会への提案事項の審議 

＜第６４回理事会（平成２５年１１月１８日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

○平成２５年度事業の推進について 

○平成２６年度事業計画骨子の検討 

＜第６５回理事会（平成２６年２月２５日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

○平成２６年度事業計画原案・収支予算原案について 

②研修会の開催 

＜全国個人立専修学校協会研修会（平成２５年６月１８日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

テーマ：｢個人立専修学校としての税制対策の取り組みについて 

       ～ 平成２５年度税制改正を踏まえた節税対策 ～」 

 講師：中林 永一 税理士法人ゆびすい 税理士  

③調査研究の実施 

１１月に「『固定資産税の減免』にかかるアンケート調査」を実施。調査項目は、個人立校

活性化を目的として、本会運動方針の大きな柱となっている「固定資産税の減免」状況を、

会員校学校所在地の自治体状況について調査結果をまとめ、研修会報告書に掲載した。 

 

（４）全国各種学校協会 

①会議の開催 

ⅰ定例総会 

＜第１５回定例総会（平成２５年６月２１日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 第１号議案 平成２４年度事業報告 

  第２号議案 平成２４年度決算報告ならびに監査報告 

  第３号議案 平成２５年度事業計画案 

  第４号議案 平成２５年度収支予算案 

ⅱ理事会 

＜第１回理事会（平成２５年５月２３日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

 ○第１５回定例総会・研修会への対応について 

＜第２回理事会（平成２５年６月２１日／アルカディア市ヶ谷）＞ 
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  ○定例総会への提案事項の審議 

＜第３回理事会（平成２５年１１月２５日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

  ○平成２５年度事業の推進 

  ○平成２６年度事業計画骨子の検討 

＜第４回理事会（平成２６年２月２１日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

  ○平成２６年度事業計画原案・収支予算原案 

②研修会の開催 

＜各種学校研修会（平成２５年６月２１日／アルカディア市ヶ谷）＞ 

  テーマ：｢各種学校における事例発表―学校経営の観点から｣ 

  講師：大橋 啓一 ひろしま美術研究所・全国各種学校協会会長 

  講師：熊谷 フサ子 熊谷職業和裁学院（沖縄県） 

③生涯学習カレッジ認定講座事業の推進 

   本事業の会員校への周知に努め、各種学校の生涯学習社会構築に資する活動の一環とし

て積極的な広報活動を行い、新たな講座を掲載した。 

④ 査研究活動の実施 

  「会員校名簿作成のためのアンケート調査」を１２月に実施し、HP を更新した。 

 

６．分野別専門部会活動報告 

（１）全国工業専門学校協会 

①平成２５年度幹事会 

  平成２５年１０月３０日に東京・ホテルグランドパレスにて１１名（委任状２名）が集ま

り開催。 

 ②第３５回（平成２５年度）定例総会 

  平成２５年１０月３０日に東京・ホテルグランドパレスにて１６名・１５校（委任状２３）

が集まり開催。 

 ③全国工業専門学校協会長賞の実施 

  会員校４２校に平成２５年１２月９日に案内を発送し、平成２６年２月２０日に２９校か 

ら申請のあった３９名の表彰を実施。 

 

（２）全国語学ビジネス観光教育協会 

 ①文部科学省後援の「第２８回観光英語検定試験（２級・３級）」を７月７日に、「第２９回

観光英語検定試験（１級 1 次・２級・３級）」を１０月２７日に、１級２次を１２月８

日に実施。 

 ②７月１８日、東京・東京ガーデンパレスにおいて第３１回定例総会を開催。 

 ③１２月２日、第３１回全国専門学校英語スピーチコンテストを東京・日本橋公会堂で開催。 

 

（３）全国服飾学校協会 

①ブロック研修会 

 全国２ブロックにおいて、次の内容の研修会を実施した。 

 ａ．北海道／平成２５年５月２２日 

    「デジタルファッションの進化」 

  ｂ．大阪／平成２５年１０月５日 
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    「OMOSHIROI で大阪から世界を変える」 

    「パターンメーキング教育の指導法と課題」 

②繊維ファッション産学交流会議／平成２６年２月７日（東京） 

 繊維業界、アパレル業界、リテール（流通）業界、並びにファッション教育団体の１０団

体で設立している繊維ファッション産学協議会は、ファッション産業界を担う人材を育成

することを目的として、人材育成に関する研究・討議・交流のための会議を行った。 

  記念講演テーマ：コトづくり時代の人材育成 

  「TOKYO 消費トレンド」 

 「ファッションデザインの更新可能性とは」 

③全国服飾学校「ファッション画コンクール」開催 

④「服飾教育顕彰」の実施 

⑤「2013Tokyo 新人デザイナーファッション大賞（アマチュア部門）」開催（東京） 

 

（４）特定非営利活動法人全国美術デザイン専門学校教育振興会 

 ①第２５回全日本高校デザイン・イラスト展の開催（後援：文部科学省、経済産業省、全国

高等学校長協会、日本私立中学校高等学校連合会、公益社団法人全国高等学校文化連盟、

全専各連）。 

  イラスト部門のテーマは自由、デザイン部門のテーマは「復活、再生、復興、がんばれ日

本」または「エコ・エネルギー」によって募集した。全国７７校が参加、応募作品数は

１，６６９点。展覧会は平成２５年１０月２５日から北海道地区展を皮切りに平成２５

年１２月９日まで全国４か所で開催された。１１月１６日に市ヶ谷の山脇学院ギャラリ

ーにて開かれた表彰式・レセプションには、全国から受賞者や指導にあたった先生、来

賓の赤池誠章先生などが出席し盛会であった。 

 ②研修委員会 

  今年度分野別教員研修会を８月と１２月に開催した。１２月は職業実践専門課程に対応し

た専門分野教員研修として実施した。 

 ③事業委員会 

  〇色彩士検定の実施 

   第３４回色彩士検定試験：平成２５年９月８日（１級実技・３級） 

   第３５回色彩士検定試験：平成２５年１月２６日（１級理論・２級・３級） 

   「４級検定試験」をウェブ上にて無料にて実施している、随時受験可。 

 

（５）全国予備学校協議会 

  ①総会・理事会等各会合の開催 

  ②広報活動（ホームページ運営等にともなうＰＲ活動） 

  ③大学入試センター試験説明協議会への参加 

    平成２５年７月４日～７月２４日 全国７会場 

 ④研修会の開催 

  平成２５年１０月３１日 東京ガーデンパレス 

   講演テーマ：私学のための労働時間・学校法人の労務管理 

   講師：曽田究先生（社会保険労務士曽田事務所所長） 

  平成２５年１２月１７日 名古屋ガーデンパレス 
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   講演テーマ：生徒のやる気を引き出すツボ―会話の技術でやる気が変わる 

   講師：喜多徹人先生（学校法人神戸セミナー校長） 

  平成２６年２月１２日 東京ガーデンパレス 

   講演テーマ：労働契約法等の改正と労務トラブル未然防止の留意点 

   講師：曽田究先生（社会保険労務士曽田事務所所長） 

 

（６）一般社団法人全国専門学校情報教育協会 

 ①情報教育に関する調査・研究事業 

 ○研修ニーズアンケート調査（実施時期：平成２５年５月） 

②文部科学省委託事業の実施 

 平成２５年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」 

 「ＩＴ分野コンソーシアム（職域９プロジェクト）」を受託、運営した。 

③第２２回全国専門学校ロボット競技会の開催 

 平成２５年１２月２１日、２２日に東京・日本科学未来館を会場として開催。 

大会テーマは『スチールファイト』。後援は文部科学省・経済産業省、ＴＣＥ財団、協力と

して日本経済新聞社・テレビ東京・専門学校新聞社。参加校１１校（５６チーム）。 

④第１０回ビジネスプロデュースコンペティションの開催 

 平成２５年１２月に第一次審査（書類選考１５校、４６ビジネスプランがエントリー）、本

大会は平成２６年１月２４日に日本電子専門学校・メディアホールで開催、予選通過の１

１校１１ビジネスプランを審査。後援は経済産業省。 

 ⑤教員研修会／セミナーの実施 

○『教授法とインストラクショナルデザイン』 

  平成２６年１月２８日・２９日／日本電子専門学校／参加者１０名 

○『学生のメンタルヘルス』 

  平成２６年２月１９日／日本電子専門学校／参加者１６名 

 ⑥第２回全国専門学校ゲームコンペティション 

  平成２６年２月４日に第一次審査（１７校９１作品がエントリー）、本大会は平成２６年２

月２７日に日本電子専門学校・メディアホールにて開催、予選通過の８校１６作品を審査 

⑦協会ホームページやメールニュースを活用した、会員校・賛助会員企業等が行うイベント・

キャンペーンなどの情報や、関係省庁からの情報発信、会員校資料一括請求サービス等を

実施。 

 

（７）公益社団法人全国経理教育協会 

 ①第７３回定時総会 

  平成２５年６月２０日にホテルメトロポリタンエドモントにて開催。公益社団法人の事業

報告・収支決算、定款の一部変更、役員の選任、顧問等の承認に関して審議が行われた。 

 ②全国簿記電卓競技大会の開催 

  平成２５年９月１日に東京ガーデンパレスにおいて開催。文部科学省の後援で昨年同様高

等学校も参加し、総勢５１チーム、２２０名の選手による熱戦が繰り広げられた。また、

中国選手がオープン参加で出場した。 

 ③常置委員会の開催 

  協会運営を進めるため総務委員会・企画委員会・検定運営委員会・検定審査会を開催した。 
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 ④検定試験実施 

  本年度から、検定管理・受験者管理・教材販売管理のシステムについてＩＴ化を実施した。 

  簿記能力検定試験を含めた８検定２２回を実施した。 

 ⑤公式過去問題集販売 

  全経能力検定試験の過去問題集３７種類の販売を行った。 

 ⑥文部科学省委託事業の実施 

  平成２５年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」 

  事業の経営基礎強化コンソーシアムを受託、運営した。その中の職域プロジェクトとして、

中小企業会計並びに経理財務知識を有するグローバルサポート会計人材養成に取り組ん

でいる。 

  

（８）公益社団法人全国珠算学校連盟 

 ①第５２回通常総会の開催 

    平成２５年６月２日 東京・東京ガーデンパレス 

議案：（ⅰ）２０１２年度事業報告・収支決算承認の件 

   （ⅱ）定款変更の件 

 ②第３２回 全日本珠算技能競技大会 

  平成２５年７月３０日 東京・東京ガーデンパレス 

 ③第４２回 全国珠算学校集合研修会 

  平成２５年８月１９日 山口・岩国国際観光ホテル 

 ④第５回 指導者研修会「明日の珠算を考える会２０１３」 

  平成２５年１０月６日 東京・東京ガーデンパレス 

 

（９）全国専門学校日語教育協会 

 １．年次総会の開催 

   ①年次定例総会 平成２５年６月２４日 学校法人文化学園 

    議案：（ⅰ）２０１２年度事業報告 

       （ⅱ）２０１２年度決算報告および監査報告 

       （ⅲ）２０１３・２０１４年度役員について 

       （ⅳ）法人での入会について 

    報告： 退会校・新入会員校について 

  ②総務委員会 

   （ⅰ）留学生の動向把握と対策 

     （ⅱ）日本の学校制度（特に専門学校の位置づけ）を海外で認知させるための対策を協

議 

   （ⅲ）文部科学省「高等教育機関に進学・在籍する外国人学生の日本語教育に関する検

討会議」報告への対応 

   （ⅳ）国内外の高等教育機関との連携事業の推進 

   （ⅴ）新規会員校の獲得 

  ③教育研究委員会 

   （ⅰ）第２６回全国専門学校日本語学習外国人留学生日本語弁論大会の開催 

      日 程：平成２６年１月２４日（金）１３：００-１６：００ 
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      場 所：大阪ＹＭＣＡ国際文化センター 

      出場者：１１校１１名 

      観客数：２８３名 

   （ⅱ）委員会の実施 

      日 程：平成２６年１月２４日（金）１６：００-１７：００ 

      場 所：大阪ＹＭＣＡ国際文化センター 

      議 題：２０１３年度事業について 

          ２０１４年度事業について 

          情報交換 

  ④学生対策委員会 

   （ⅰ）国内外の連携事業の推進 

      （ⅱ）外国人留学生の就労支援や受け入れについて専門学校が果たす役割の研究事業の

推進 

   （ⅲ）ホームページの充実（多言語化やほかの関連サイトとのリンクなど） 

   （ⅳ）日本留学フェアへの参加（資料参加） 

      東専各協会主催・共催フェアおよびＪＡＳＳＯ主催フェア（ベトナム、台湾、 韓

国、インドネシア）で東専各協会ブースにリーフレット設置 

  ⑤国際交流委員会 

     （ⅰ）国際交流セミナーの開催 

        日 程：平成２５年６月２４日（月）１５：００-１６：３０ 

        場 所：学校法人文化学園Ｃ-０４１（国際会議室） 

        テーマ：オセアニア地域の留学事情について 

 

（10）全国専門学校リハビリテーション協会 

 ①平成２５年度 定例総会・情報交換会 

平成２５年８月１日 熊本・（学）青照学舎 

 ②担当者会議 

  平成２６年３月１日 大阪・（学）福田学園 

 

７．第６８回全国私立学校審議会連合会総会での決議報告について 

１０月１０日から１１日の２日間、和歌山県・ダイワロイネットホテル和歌山を会場とし

て、全国私立学校審議会連合会第６８回総会が、全国から約１６０名の参加者を得て開催さ

れた。 

１日目は、総会終了後に専門部会が開催され、第１専門部会（専修学校・各種学校関係）

は、坂本順一部会長及び水野雄二副部会長の進行、助言者に福田益和全専各連副会長、平田

眞一全専各連常任理事を迎え、各協議題について審議を行った。２日目は、講演後に総会が

開催され、各専門部会の協議結果の報告等が行われた。 

なお、第１専門部会の協議題と内容等は次のとおり。 

○専修学校の通信制に設置ができる学科について、「十分な教育効果が得られる」ことの具体

的な判断基準について、 

提案支部より、専修学校設置基準における通信制学科について、都道府県における学科設

置の判断基準について、提案の経緯が説明された後、意見交換が行われた。 
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認可にあたり、二段階の審議を行うことで十分な教育効果が得られていることを判断して

いる（附帯教育で実績のあった看護学科について承認事例あり）、との意見が出された。 

教育効果を判断するための具体的な基準等は定めていないが、設置者の熱意と行政の理解、

当該学科においては一定の資格取得が可能であること等から、十分な教育効果が得られるも

のと判断した（会計関係の専門学校について認可事例あり）、との意見が出された。 

国家資格に関わる学科では、国家試験における合格者数が判断基準の一つになるのではな

いか、との意見が出された。 

専修学校の実業教育という面から見て、通信制が教育の質の担保に対してどのように応え

るのか検討すべきであるとの意見や、通信制学科の設置申請を行うにあたり、学校側では教

育の質の担保等について十分に検討しているはずである、との意見が出された。 

通信学科の設置認可に係る申請が少ないため、今後各県において事例を積み重ねていくこ

と、周辺各県の判断基準、認可状況等について留意することも重要である、との意見が出さ

れた。 

（まとめ） 

専修学校の通信制に設置ができる学科について、「十分な教育効果が得られる」ことの具体

的な判断基準については、省令改正以後一定の基準の明示がないこともあり、都道府県にお

いては専門学校の目的や、分野の特性などを踏まえ、個別に判断せざるを得ない状況にある。

国による一定の基準を明示するよう要望するためにも全国で多くの認可事例を積み重ねてい

くことが必要であることが確認された。 

 

○専修学校（通信制を除く）におけるサテライト教室の設置について 

  提案支部より、本議題は複数教室を想定した質問であることが説明された後、意見交換が

行われた。 

  複数教室の設置を認めている事例として、土地・建物については原則自己所有（２０年以

上の賃貸契約、公共施設との賃貸契約等一部例外あり）であることや、分教室（実習を行う

ため、移動が必要な教室等として）として使用することが報告された。また、教室間の移動

にかかる時間や安全性などを考慮したうえで総合的に判断していることも報告された。 

 

○職業実践的な教育に特化した新たな学校種の創設について 

  提案支部より、都道府県の私立学校審議会において、専修学校・各種学校の現状認識なら

びに情報の共有等が希薄であることや専修学校・各種学校の今後の方向性が不透明なことが

懸念されるなど、提案の経緯が説明された後、都道府県知事が文部科学大臣宛に推薦する「専

修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程（平成２５年８月３０日文

部科学大臣告示第１３３号）」における、都道府県での対応について意見交換を行った。 

  本議題は私立学校審議会の審議要件ではないが、他の教育機関への問題提起、周知等を今

後図る必要がある、との意見が出された。 

  現在、都道府県ごと、または、地域ごとに本認定制度の説明会が開催されていること、現

在認定申請を行っている１県あたりの学校数は、各県内の専門学校全体のおよそ５～１０％

であること、ただし、県によっては、同一法人から複数校の申請が行われたり、比較的大き

な法人からの申請であるといった報告が行われた。本認定制度についての説明会には文部科

学省や都道府県の行政担当者が出席して制度について説明を行っているので、できうる限り

説明会に参加することが望ましい、という意見が出された。 
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当 年 度 前 年 度 増　減

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

75,975,247 73,861,881 2,113,366

流動資産合計 75,975,247 73,861,881 2,113,366

２．固定資産

(1) 基本財産

180,000,000 180,000,000 0

基本財産合計 180,000,000 180,000,000 0

(2) 特定資産

42,972,600 40,227,600 2,745,000

31,500,000 37,500,000 △ 6,000,000

14,000,000 0 14,000,000

特定資産合計 88,472,600 77,727,600 10,745,000

(3) その他固定資産

2,027,593 2,399,928 △ 372,335

40,234 60,407 △ 20,173

77,250,000 77,250,000 0

その他固定資産合計 79,317,827 79,710,335 △ 392,508

固定資産合計 347,790,427 337,437,935 10,352,492

資産合計 423,765,674 411,299,816 12,465,858

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

287,600 715,315 △ 427,715

114,700 110,100 4,600

402,300 825,415 △ 423,115

２．固定負債

42,972,600 40,227,600 2,745,000

固定負債合計 42,972,600 40,227,600 2,745,000

負債合計 43,374,900 41,053,015 2,321,885

Ⅲ　正味財産の部

１．指定正味財産

指定正味財産合計 0 0 0

２．一般正味財産 380,390,774 370,246,801 10,143,973

（うち基本財産への充当額） ( 180,000,000 ) ( 180,000,000 ) ( 0 )

（うち特定資産への充当額） ( 45,500,000 ) ( 37,500,000 ) ( 8,000,000 )

正味財産合計 380,390,774 370,246,801 10,143,973

負債及び正味財産合計 423,765,674 411,299,816 12,465,858

第２号議案　平成２５年度決算報告ならびに監査報告

Ⅰ．財務諸表の部

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

基 本 財 産 特 定 預 金

退 職 給 与 引 当 特 定 預 金

退 職 給 与 引 当 金

流動負債合計

活 性 化 対 策 特 定 預 金

（単位：円）

現 金 預 金

未 払 金

建 物 附 属 設 備

什 器 備 品

敷 金

　科　　　　目

預 り 金

40 周 年 記 念 特 定 預 金

－23－



１.経常増減の部

(1)経常収益

( 339,460 )( 354,407 )( △ 14,947 )

339,460 354,407 △ 14,947

( 590,000 )( 1,010,000 )( △ 420,000 )

590,000 1,010,000 △ 420,000

( 123,816,000 )( 123,184,000 )( 632,000 )

121,816,000 121,184,000 632,000

2,000,000 2,000,000 0

( 24,317 )( 23,464 )( 853 )

24,317 23,464 853

124,769,777 124,571,871 197,906

(2)経常費用

( 16,694,374 )( 16,676,410 )( 17,964 )

1,445,600 715,008 730,592

4,456,697 4,962,957 △ 506,260

1,413,571 1,544,828 △ 131,257

1,394,266 1,338,287 55,979

6,300,000 6,300,000 0

1,684,240 1,815,330 △ 131,090

( 6,815,500 )( 2,985,619 )( 3,829,881 )

136,060 90,560 45,500

6,679,440 2,895,059 3,784,381

( 3,472,658 )( 3,646,855 )( △ 174,197 )

1,569,229 1,767,944 △ 198,715

1,903,429 1,878,911 24,518

( 26,330,358 )( 26,978,033 )( △ 647,675 )

26,330,358 26,978,033 △ 647,675

( 1,699,583 )( 1,694,643 )( 4,940 )

1,699,583 1,694,643 4,940

( 59,613,331 )( 59,640,475 )( △ 27,144 )

35,674,017 34,954,794 719,223

2,745,000 2,757,700 △ 12,700

5,723,608 5,378,647 344,961

482,349 484,467 △ 2,118

2,034,900 2,162,400 △ 127,500

1,903,340 2,926,520 △ 1,023,180

896,690 863,330 33,360

371,750 384,937 △ 13,187

232,148 226,580 5,568

187,047 164,553 22,494

557,096 565,250 △ 8,154

372,335 457,401 △ 85,066

20,173 27,518 △ 7,345

390,093 349,231 40,862

4,639,662 4,628,641 11,021

44,100 46,800 △ 2,700

697,283 684,742 12,541

2,436,320 2,423,680 12,640

205,420 153,284 52,136

114,625,804 111,622,035 3,003,769

10,143,973 12,949,836 △ 2,805,863

職 業 教 育 の 日 推 進 費

印 刷 費

消 耗 品 費

法 定 福 利 費

公 租 公 課

支 払 手 数 料

家 賃

Ⅰ 一般正味財産増減の部

基 本 財 産 運 用 益

基 本 財 産 受 取 利 息

受 取 入 会 金

当期経常増減額

退 職 給 与 引 当 金 繰 入

雑 給

交 通 費

協 会 運 営 費

職 業 教 育 の 日 推 進 費

総 会 運 営 費

役 員 会 運 営 費

委 員 会 運 営 費

会 議 費

対 策 諸 費

広 報 活 動 費

顧 問 料

通 信 費

新 聞 図 書 費

光 熱 水 費

管 理 費

給 料 手 当

正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

増　減科　　　　目 当 年 度 前 年 度

（単位：円）

受 取 入 会 金

受 取 会 費

受 取 都 道 府 県 協 会 等 会 費

会 議 運 営 費

受 取 分 野 別 専 門 部 会 費

経常収益計

雑 収 益

受 取 利 息

都 道 府 県 協 会 等 交 付 金

経常費用計

雑 費

事 務 担 当 者 会 議 費

広 報 発 行 費

出 張 旅 費

振 興 対 策 費

協 会 運 営 費

福 利 厚 生 費

建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費

什 器 備 品 減 価 償 却 費

ブ ロ ッ ク 会 議 費

広 報 活 動 費
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２.経常外増減の部

(1)経常外収益

0 0 0

(2)経常外費用

0 0 0

0 0 0

10,143,973 12,949,836 △ 2,805,863

370,246,801 357,296,965 12,949,836

380,390,774 370,246,801 10,143,973

0 0 0

0 0 0

0 0 0

380,390,774 370,246,801 10,143,973

一般正味財産期首残高

Ⅲ 正味財産期末残高

経常外収益計

経常外費用計

指定正味財産期末残高

当期指定正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

指定正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

増　減

（単位：円）

科　　　　目 当 年 度 前 年 度
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１． 重要な会計方針

（１） 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備 定率法によっている。

什器備品 但し､平成19年3月31日以前に取得したものについては､旧定率法によっている。

（２） 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

（３） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

基本財産

特定資産

３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

基本財産

特定資産

４． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　　 目

什 器 備 品

建 物 附 属 設 備

合　　計

取得価額

7,231,528

2,034,400

9,265,928

1,994,166

7,198,101 2,067,827

40,234

2,027,593

当期末残高

180,000,000

14,000,000

180,000,000

減価償却累計額

5,203,935

257,727,600

77,727,600

37,500,000

40,227,600

180,000,000

(180,000,000)180,000,000 (          0)

    からの充当額）

16,745,000

6,000,000

6,000,000

前期末残高

当期末残高

268,472,600

88,472,600

31,500,000

42,972,600

(          0) (180,000,000)

( 45,500,000)

(225,500,000)

－

( 31,500,000)

(          0) ( 14,000,000)

(          0)

(うち指定正味財産 (うち一般正味財産

(          0)

(          0)

(          0)

14,000,000

16,745,000

0 0

    からの充当額）

0

0 0

科　　　　目

基 本 財 産 特 定 預 金

40周年記念特定預金

当期末残高当期減少額当期増加額

小　　計

小　　計

小　　計

  　対応する額）

180,000,000

180,000,000

42,972,600

31,500,000

0

活性化対策特定預金 0

退職給与引当特定預金 02,745,000

6,000,000

財務諸表に対する注記

活性化対策特定預金

合　　計

小　　計

合　　計

基 本 財 産 特 定 預 金

科　　　　目

退職給与引当特定預金

40周年記念特定預金

( 42,972,600)

( 42,972,600)

－

－

( 42,972,600)

－

－

(うち負債に

268,472,600

88,472,600

14,000,000
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40,234

          　み  ず  ほ  銀  行　　　九　　段 支店（定期預金） 14,000,000

　　　　　　パ－ト職員  3月分給与 276,840

79,317,827

77,250,000

        固定資産合計

423,765,674

　　　　　　りそな銀行 市ヶ谷支店　3月分 パソコン端末使用料

2,027,593

40,234

  ２．固定資産

  １．流動負債

    (2) 特定資産

          ４　０　周　年 　記　念　特　定 　預　金 14,000,000

        基本財産合計 180,000,000

          建     物      附      属      設     備 2,027,593

          　OAフロア工事一式他

          　応接セット他

          　事務局賃借分（私学会館別館11階）

          什          器           備           品

        資産合計

               ゆ う ちょ  銀  行 0

75,975,247

            普          通           預           金 75,932,507

347,790,427

            振          替           貯           金 0

               み  ず  ほ  銀  行　 　九    段 支店  　 32,679,859

               り  そ  な  銀  行   　市 ヶ 谷 支店 42,348,326

               三 井 住 友  銀 行　   新宿西口 支店 876,788

    (1) 基本財産

          　三 井 住 友  銀 行　　　新宿西口 支店（定期預金） 40,000,000

財産目録
平成26年 3月31日現在

科　　　　　目 金        額

(単位：円)

  １．流動資産

Ⅰ　資産の部

            現　　 金　　 手　　　許　　　有　　　高 42,740

          現　　　　　金　　　　　 預　　　　　 金 75,975,247

               三菱東京ＵＦＪ銀行　   市 ヶ 谷 支店 27,534

          基   本   財    産    特    定   預   金 180,000,000

          　み  ず  ほ  銀  行　　　九　　段 支店（普通預金） 31,500,000

          　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　市 ヶ 谷 支店（定期預金） 42,972,600

          退  職  給  与  引   当   特  定  預  金 42,972,600

          　み  ず  ほ  銀  行　　　九　　段 支店（定期預金） 140,000,000

        特定資産合計

    (3) その他固定資産

88,472,600

          活  性   化   対   策   特   定   預  金 31,500,000

        その他固定資産合計

Ⅱ　負債の部

77,250,000

          敷                                    金

  ２．固定負債

          預                 り                 金 114,700

　　　　　　住  民  税  3月分 114,700

10,500

          未                 払                 金 287,600

        流動資産合計

42,972,600

260

        流動負債合計 402,300

　　　　　　りそな銀行 市ヶ谷支店　3月分 住民税　納入手数料

          退    職    給     与     引    当    金 42,972,600

        正味財産

        負債合計 43,374,900

        固定負債合計

380,390,774
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（単位：円）

備  考

１．事業活動収入

( 40,000 ) ( 339,460 ) ( △ 299,460 )

40,000 339,460 △ 299,460

( 300,000 ) ( 590,000 ) ( △ 290,000 )

300,000 590,000 △ 290,000 専修学校26校 各種学校7校

( 115,000,000 ) ( 123,816,000 ) ( △ 8,816,000 )

113,000,000 121,816,000 △ 8,816,000 2,311校

2,000,000 2,000,000 0 200,000 x 10部会

( 20,000 ) ( 24,317 ) ( △ 4,317 )

10,000 24,317 △ 14,317

10,000 0 10,000

115,360,000 124,769,777 △ 9,409,777

２.事業活動支出

( 19,950,000 ) ( 16,694,374 ) ( 3,255,626 ) 会議旅費及び会議室料

1,300,000 1,445,600 △ 145,600 定例1回

6,100,000 4,456,697 1,643,303 理事会･各県代表者会議等

2,350,000 1,413,571 936,429

1,600,000 1,394,266 205,734

6,300,000 6,300,000 0

2,300,000 1,684,240 615,760 ブロック会議役員出席等

( 6,300,000 ) ( 6,815,500 ) ( △ 515,500 )

300,000 136,060 163,940

6,000,000 6,679,440 △ 679,440

( 4,350,000 ) ( 3,472,658 ) ( 877,342 )

2,150,000 1,569,229 580,771 ＨＰ関係経費・広告掲載

2,200,000 1,903,429 296,571 年4回発行

( 27,190,000 ) ( 26,330,358 ) ( 859,642 )

27,190,000 26,330,358 859,642 課程別設置者別部会

( 1,700,000 ) ( 1,699,583 ) ( 417 )

1,700,000 1,699,583 417 ｴｺﾊﾞｯｸ・ｶﾚﾝﾀﾞ-作成等

( 59,900,000 ) ( 56,475,823 ) ( 3,424,177 )

38,000,000 35,674,017 2,325,983

10,000 0 10,000

6,000,000 5,723,608 276,392

600,000 482,349 117,651

2,200,000 2,034,900 165,100

2,000,000 1,903,340 96,660 ﾊﾟｰﾄ職員 1名

1,000,000 896,690 103,310

500,000 371,750 128,250

300,000 232,148 67,852

260,000 187,047 72,953

600,000 557,096 42,904

500,000 390,093 109,907 私学会館11階　1/3

4,630,000 4,639,662 △ 9,662 私学会館11階　1/3

50,000 44,100 5,900

740,000 697,283 42,717

2,260,000 2,436,320 △ 176,320 会費121,816,000×2%

250,000 205,420 44,580

119,390,000 111,488,296 7,901,704

△ 4,030,000 13,281,481 △ 17,311,481

Ⅱ．収支計算書の部

役 員 会 運 営 費 支 出

事 務 担 当 者 会 議 費 支 出

基 本 財 産 利 息 収 入

入 会 金 収 入

収支計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

基 本 財 産 運 用 収 入

差  異科　　　　目 予 算 額 決 算 額

Ⅰ 事業活動収支の部

委 員 会 運 営 費 支 出

ブ ロ ッ ク 会 議 費 支 出

会 議 費 支 出

雑 収 入

分 野 別 専 門 部 会 費 収 入

出 張 旅 費 支 出

事業活動収入計

総 会 運 営 費 支 出

入 会 金 収 入

会 費 収 入

都道府県協会等会費収入

会 議 運 営 費 支 出

雑 収 入

受 取 利 息 収 入

顧 問 料 支 出

職業教育の日推進費支出

管 理 費 支 出

給 料 手 当 支 出

広 報 活 動 費 支 出

振 興 対 策 費 支 出

職業教育の日推進費支出

協 会 運 営 費 支 出

協 会 運 営 費 支 出

広 報 発 行 費 支 出

対 策 諸 費 支 出

広 報 活 動 費 支 出

支 払 手 数 料 支 出

雑 支 出

事業活動支出計

事業活動収支差額

退 職 金 支 出

福 利 厚 生 費 支 出

法 定 福 利 費 支 出

公 租 公 課 支 出

印 刷 費 支 出

消 耗 品 費 支 出

通 信 費 支 出

新 聞 図 書 費 支 出

家 賃 支 出

光 熱 水 費 支 出

雑 給 支 出

交 通 費 支 出

都道府県協会等交付金支出
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（単位：円）

備  考

１．投資活動収入

( 6,000,000 ) ( 6,000,000 ) ( 0 )

6,000,000 6,000,000 0 各種事業の推進及び強化

6,000,000 6,000,000 0

２.投資活動支出

( 16,800,000 ) ( 16,745,000 ) ( 55,000 )

2,800,000 2,745,000 55,000 期末退職給与要支給額

14,000,000 14,000,000 0 平成27年7月開催

16,800,000 16,745,000 55,000

△ 10,800,000 △ 10,745,000 △ 55,000

１．財務活動収入

0 0 0

２.財務活動支出

0 0 0

0 0 0

( 2,000,000 ) － ( 2,000,000 )

△ 16,830,000 2,536,481 △ 19,366,481

73,036,466 73,036,466 0

56,206,466 75,572,947 △ 19,366,481

退職給与引当特定預金支出

差  異

特 定 預 金 支 出

科　　　　目

投資活動収入計

特 定 預 金 取 崩 収 入

活性化対策特定預金取崩収入

予 算 額

Ⅱ 投資活動収支の部

決 算 額

投資活動支出計

Ⅲ 財務活動収支の部

４０周年記念特定預金支出

次期繰越収支差額

財務活動収入計

財務活動収支差額

Ⅳ 予備費支出

財務活動支出計

当期収支差額

前期繰越収支差額

投資活動収支差額
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１． 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

　　合　計

　　合　計

 次期繰越収支差額 (1)-(2) 73,036,466 75,572,947

825,415

75,975,247

未 払 金

預 り 金 110,100

715,315

収支計算書に対する注記

402,300

(1)

科　   　目

287,600

前期末残高 当期末残高

75,975,247

(2)

現 金 預 金 73,861,881

73,861,881

114,700
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監 査 報 告 書 

 

 

全国専修学校各種学校総連合会 

会 長    小 林  光 俊 殿 

 

 

平成 ２６ 年 ６ 月 ２ 日 

 

 

全国専修学校各種学校総連合会 

 

監事  齋 藤 力 夫 ㊞ 

 

監事  坂 本   歩 ㊞ 

 

 

 

私たちは、全国専修学校各種学校総連合会の監事として、会則第１４条第５項に基づいて

同総連合会の平成２５年度（ 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで ）における 

財務諸表及び収支計算書並びに理事の業務執行状況について監査を行いました。 

 監査の結果、上記の財務諸表は公益法人会計基準に準拠しており、また、収支計算書は 

「公益法人会計における内部管理事項について」（平成１７年３月）に従っています。 

以上により、私たちは、全国専修学校各種学校総連合会の平成２６年３月３１日現在の 

財政状態及び同日をもって終了する会計年度の正味財産増減の状況並びに同会計年度の収支 

の状況を適正に表示しているものと認めました。また、理事の業務執行状況に関する不正の

行為又は法令若しくは会則その他細則に違反する事実のないことを確認いたしました。 

 

以 上  
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第３号議案 平成２６年度事業計画案 

１．運動方針 

（１）基本方針 

 全専各連は、平成２６年度において、以下の２つの大きな基本方針のもと、専修学校及び

各種学校に関する全国的な運動を展開していくこととする。 

①「職業実践専門課程」認定制度の普及・検証と職業教育に特化した新たな高等教育機関創

設の早期実現 

②専修学校及び各種学校制度の充実・改善に必要な方策の実現 

平成２５年８月３０日、これまで全専各連が長年取り組んできた職業教育に特化した新たな

高等教育機関創設の第一歩となる、専修学校専門課程における「職業実践専門課程」の文部科

学大臣による認定制度が告示され、即日施行となった。この制度は、平成２３年１月の中央教

育審議会答申において提言された「職業実践的な教育に特化した新たな枠組み」のうち、既存

の高等教育機関での先導的取組として実施されるものである。 

本年度は、会員校に対する本認定制度の積極的導入のための周知・啓発活動に取り組むとと

もに、その最大の特徴である産業界との教育連携を推進することなどにより、本認定制度の社

会的認知度の向上を図っていかなければならない。さらには、本認定制度による実践的職業教

育の質保証等の事案を精査しつつ、文部科学省と新たな高等教育機関創設に向けた具体的な議

論を進め、早期の実現を目指すこととする。 

一方、現行制度における充実・改善方策の推進については、職業教育・訓練、人材育成や国

際通用性等に関するさまざまな議論に積極的に対応していく。なかでも国・地方公共団体に対

し、給付型奨学金制度の創設や授業料減免に対する支援など、学生生徒に対する経済的支援の

充実を強く求めていかなければならない。また、文部科学省予算の成長分野における中核的専

門人材養成推進事業や、東日本大震災からの復興専門人材育成支援事業、留学生就職アシスト

事業等への積極的参画を進めていく。さらには厚生労働省諸施策にも対応しつつ、「社会人の学

び直し」に資する教育展開を図り、我が国の再興を担っていかなければならない。 

そのためには「学校評価ガイドライン」及び「情報提供等に関するガイドライン」に基づき、

専修学校及び各種学校が総じて教育と学校運営の質の保証と向上を推進し、公的教育機関とし

ての社会的責務を果たしていくことが重要である。 

以上の基本方針に基づく運動展開を強靱かつ確実に推進し、職業教育が我が国の教育再生の

重要な柱となることを、改めて広く社会に浸透させていかなければならない。全専各連は、専

修学校及び各種学校の職業教育の要としての矜持を広く社会に示し、そこに学ぶ学生生徒の社

会的評価の向上を図っていくことが、真の東日本大震災からの復興、そして日本経済・産業の

活性化、国際競争力の強化につながるものと確信する。 

基本方針を踏まえた運動の具体的内容について、以下、重点目標として列挙する。 
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（２）重点目標 

① 「職業実践専門課程」認定制度の普及・検証と職業教育に特化した新たな高等教育機関創

設の早期実現 

  「職業実践専門課程」認定制度の普及や制度上の検証を積極的に推進するとともに、同制

度を踏まえた、新たな学校種の早期法制化に向け文部科学省と協議を進めるとともに、全国

的な渉外及び普及推進運動を展開する。 

② 専修学校及び各種学校制度の充実・改善に必要な方策の実現 

◆ 立法府への幅広く細やかな働きかけや行政府との連携を強化し、専修学校及び各種学校

教育への理解・支援を得て、種々の振興方策を着実に実現する。 

ⅰ.文部科学省 

・ 第２期教育振興基本計画に明記された実践的な職業教育体系の真の確立を実現する。 

・ 職業教育を中核的に担う専修学校及び各種学校の学校制度上の位置づけを明確化し、国

民が多様な学習機会を選択しうる、複線型の教育体系の実現を目指す。 

・ 東日本大震災の被災地域の専修学校及び各種学校、被災した学生生徒及び保護者への財

政的・制度的復興支援の充実を求める。 

・ 継続的に専修学校の振興方策等について協議するための協力者会議を、必要に応じて開

催するよう求めるとともに、協力者会議での議論に積極的に対応し、具体的な諸施策・制

度改正の実現を求める。 

・ 「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業企画推進委員会」や「専修

学校生への経済的支援の在り方に関する検討会」等の専修学校の振興に資する財政措置に

関する議論に積極的に対応する。 

・ 専修学校及び各種学校の教育機能を最大限に引き出すため、他の学校種との制度的な格

差是正、同等の財政・税制的な支援の充実（授業料減免等の修学支援、キャリア・コンサ

ルティング機能の強化支援等）、地方交付税交付金の専修学校分の拡充、さらには国による

経常費助成の実現を求める。また、各府省庁の会議等の議論に積極的に対応し、文部科学

省と連携して、具体的な格差等の早期是正を図るとともに、格差の発生を未然に防止する。 

・ 専修学校及び各種学校の学生生徒及びその保護者の経済的負担を軽減し、多様な学習機

会を保障するため、キャリア教育・職業教育等に対する教育費私費負担の軽減に向けた公

的財政支援の充実（高等学校等就学支援金、身体・発達障害等の学生生徒の修学支援等）

並びに給付型奨学金の創設を求める。 

 ⅱ.厚生労働省 

・ 国や地方公共団体に対して、公共職業能力開発施設等との役割分担の徹底を求め、専修

学校及び各種学校との競合を回避し、各地域の専修学校及び各種学校の振興を図る。 

・ 職業能力開発訓練等において、職業教育機関としての専修学校に対する期待度が高まっ

ていることから、雇用対策、能力開発等の教育訓練、中長期的なキャリア支援措置（雇用

保険法改正により拡充された教育訓練給付制度）による社会人等の学び直しに積極的に対
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応する。 

ⅲ.その他 

・ 激甚災害法の適用については、重点課題として早期実現を求める。 

・ 各府省庁や地方公共団体等が行うキャリア教育・職業教育の推進事業、人材育成・雇用

対策事業等の拡充を求めるとともに積極的に対応する。 

・ 所轄庁に専修学校の単位制・通信制の円滑な認可を求めるとともに、学生生徒が確実か

つ明確な学習成果を達成できるよう、教育体制を整備する。 

・ 専修学校が培ってきた職業教育・キャリア教育の成果等を活用した、他の学校種との連

携事業等を行う。 

③ 教育の質保証、情報公開、法令遵守等に向けた取り組みの推進 

◆ 専修学校及び各種学校において、「専修学校における学校評価ガイドライン」及び「情報

提供等への取組に関するガイドライン」に基づく学校評価及び情報公開、また、関係法令

の遵守等を徹底するとともに、積極的に教育活動その他学校運営の情報等を正確かつ広く

社会に発信し、公的な教育機関としての説明責任を果たす。 

ⅰ.文部科学省 

・ 職業実践専門課程を通じた専修学校の質保証・向上を推進するため、文部科学省と連携

して、認定基準に係る事案を検証するとともに、実践的職業教育の好事例について情報発

信を行う。 

・ 東日本大震災からの復興、日本経済の再生、教育再生、暮らしの再生等の国の政策を進

める上で、専修学校及び各種学校の役割・重要性が認識され、その教育機能が幅広く活用

されるよう求める。 

・ 「社会人や女性の学び直し教育プログラム」の全国展開（地域版学び直し教育プログラ

ムの開発・実証）に積極的に参画し、専修学校が社会人等による学び直し（キャリアアッ

プ・キャリアチェンジ）を積極的に活用するよう推進する。 

・ 職業教育・訓練の国際標準化へ対応するため、国内にとどまらず国際通用性を見据えた

学習成果や職業能力等の評価のあり方について研究を行う。 

 ⅱ.厚生労働省 

・ 学生生徒のほか社会人教育等に対応し、ジョブ・カード制度等、産学官をあげて推進す

る職業能力評価の仕組みに積極的に取り組む。 

ⅲ.その他 

・ 専修学校及び各種学校教育・職業教育に対する社会的認知度の一層の向上に資するよう、

地域相互のネットワークを介して事例研究等を含めた情報共有機能を強化し、一般社会へ

の継続的・主体的な情報発信を行う。 
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・ 全国統一の「７月１１日 職業教育の日」の広報活動事業、企業等との連携事業を通じて、

専修学校及び各種学校と産業界との密接な関係を深め、キャリア教育・職業教育の重要性

を広く社会にアピールする。 

・ 関係府省庁及び機関等に対して、専修学校及び各種学校の実態把握、今後の振興策立案

に必要な各種統計調査の実施や統計データ収集を働きかけるとともに、会員校に対して、

各種調査等への積極的な協力を呼びかける。 

④ 全専各連及び都道府県協会等の組織強化・活性化 

・ 全専各連の諸活動等に関する継続的な情報提供等を通じて、都道府県協会等との連携・

協力を深め、また、都道府県協会等間の交流促進を図るとともに、会員校との相互ネット

ワークによる情報提供、情報共有機能を強化する。 

・ 重点目標の各項目の実現が最終的には個々の会員校が行うキャリア教育・職業教育の推

進と発展に繋がるという意義を共有することにより、全専各連の諸活動に対する会員校の

参画意識を高める。また、全国団体として国や地方公共団体等との関係を維持・強化する

ため、未会員校の加入促進を後押しし、組織率の向上を図る。 

・ 都道府県協会等及び専修学校及び各種学校が直面する諸課題に対応するため、調査・集

計・分析等を積極的に実施する。 

・ 課程別設置者別部会や分野別専門部会を含む全専各連全体の組織の在り方や活性化方策

等を検討する。 

・ 会員校の教育の質向上や健全な運営、教職員の資質向上、職業教育のより一層の振興に

資するため、ＴＣＥ財団（一般財団法人職業教育・キャリア教育財団）の研修・保険・検

定・出版等の各種事業への会員校の参加を促進する。 

・ 日本経済の活性化、震災復興、雇用創出等が期待される２０２０年東京オリンピック・

パラリンピックに賛同・協力する。 

２．「職業実践専門課程」認定制度の周知及び新たな学校種創設の早期実現に向けた対応 

（１）新学校制度創設推進本部の再構成 

  第２期新学校制度創設推進本部を組織して、「職業実践専門課程」制度の認定状況を把握、

検証するとともに、文部科学省と新たな高等教育機関創設にあたって具体的議論を進める。 

（２）「職業実践専門課程」認定制度の普及 

会員校に対する「職業実践専門課程」認定制度導入の周知・啓発活動を積極的に推進する。 

 

３．会議の開催 

（１）定例総会・理事会 

定例総会・理事会を６月に、理事会を２月に開催する（２月の理事会は、全専協と合同で

開催）。 

＜第６３回定例総会・第１１９回理事会（平成２６年６月１８日）／東京・アルカディア市

ヶ谷＞ 

  ○平成２５年度事業報告 

  ○平成２５年度決算報告ならびに監査報告 
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  ○平成２６年度事業計画案＜平成２６年２月の理事会に原案提出＞ 

  ○平成２６年度収支予算案＜平成２６年２月の理事会に原案提出＞ 

  ○平成２６年度第１次補正予算案 

  ○役員改選 

 ＜第１２０回理事会（平成２７年２月２６日）／東京・アルカディア市ヶ谷＞ 

  ○平成２７年度事業計画原案 

  ○平成２７年度収支予算原案 

 

（２）常任理事会 

  定例総会及び理事会に提案する議題並びに事業進捗状況等に関連する議題を協議するため

年３回開催。なお、６月及び２月は、定例総会・理事会の日程に合わせて開催する。 

 

（３）正副会長会議 

  具体的な事業執行や常任理事会への提出議題を検討するため適宜開催する。 

 

（４）新学校制度創設推進本部（第２期） 

「学校教育法第１条に規定される職業実践的な教育に特化した新たな高等教育機関の早期

創設の実現」を目的とし、全専協と合同で、適宜開催する。 

 

（５）都道府県協会等代表者会議 

  文部科学省平成２７年度専修学校関係予算、ブロック会議報告等の情報提供及び情報交換

を主な目的として、１１月２８日に、東京・アルカディア市ヶ谷で開催する。 

 

（６）課程別設置者別部会代表者会議 

  各課程別設置者別部会の活動を活性化すること等を目的に年１回開催する。 

 

（７）ブロック会議 

  全国９ブロックにおいて以下のとおり開催する。 

  ○北 海 道：平成２６年 ９月 ５日（金）～６日（土）函館市・函館国際ホテル 

  ○東  北：平成２６年 ９月２２日（月）福島県・会津若松ワシントンホテル 

  ○北関東信越：平成２６年 ８月２８日（木）長野県・上田高砂殿 

  ○南 関 東：平成２６年１０月２４日（金）埼玉県・浦和ロイヤルパインズホテル 

  ○中  部：平成２６年 ８月２８日（木）～２９日（金） 

三重県・ホテルグリーンパーク津 

  ○近  畿：平成２６年 ７月１６日（水）滋賀県・琵琶湖ホテル 

  ○中  国：平成２６年 ７月１０日（木）鳥取県・米子全日空ホテル 

  ○四  国：平成２６年 ８月 ５日（火）香川県・リーガホテルゼスト高松 

  ○九  州：平成２６年 ７月２４日（木）～２５日（金）大分県・別府杉乃井ホテル 

 

（８）事務担当者会議 

 事業計画や個々の事業の諸手続を説明し、都道府県協会等の共通の課題等について意見交換

することを目的に、ＴＣＥ財団と共催で４月１８日、東京・アルカディア市ヶ谷で開催した。 
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４．委員会活動方針 

（１）総務委員会 

本委員会は、会の運営に係る全般を所管し、 

○ 文部科学省及び関係諸官庁並びに関係団体との折衝等 

○ 運動方針並びに事業計画の検討 

○ 総会及び理事会並びに式典に関する事項 

○ 広報及び会員校に関する事項 

○ 協力者会議に関する事項 

などを主な業務とする。 

本委員会は、「専修学校及び各種学校制度の充実・改善に必要な方策の実現」等にかかる事項

について検討し、具体的方策を取りまとめるほか、専修学校及び各種学校の振興並びに当面す

る課題等について、文部科学省をはじめ関係府省庁等とも協議を行いながら、対応方策を取り

まとめて活動を行う。また、平成２５年度に制度化された「職業実践専門課程」認定制度につ

いての周知、啓発活動を行う。 

なお、引き続き小委員会のもとで具体的な個別の活動を実施する。主な活動は以下のとおり。 

《激甚災害法対応》 

○ 緊急性が高い代表的格差である激甚災害法の適用の早期実現に向けた、調査研究活動の

推進 

○ 東日本大震災の被災地域の専修学校及び各種学校、被災した学生生徒及び保護者への財

政的・制度的復興支援への対応 

《振興策対応》 

○ 各府省庁や地方公共団体が行うキャリア教育・職業教育推進事業、成長分野等での中核

的専門人材やグローバル人材の育成、雇用対策事業への対応 

○ 継続的に専修学校等の振興方策について協議する、協力者会議への対応 

○ 協力者会議報告・提言事項の具現化に向けた対応 

○ 「専修学校生の学生生活等に関する調査研究協力者会議」等の専修学校の振興に資する

財政措置に関する議論への積極的対応 

○ 専修学校及び各種学校の教育機能を最大限に引き出すため、他の学校種との制度的格差

等の実態の整理、個々の具体的な格差等の早期是正に向けた方策の整理、関係方面との協

議・要望活動への積極的対応 

○ 専修学校及び各種学校の振興に不可欠な、国や地方公共団体からの助成の拡充、地方交

付税交付金の大幅拡充、租税優遇措置の充実等の実現に向けた関係方面との協議・要望活

動への対応 

○ 保護者の経済的負担軽減に資する、教育私費負担軽減に向けた公的財政支援制度、給付

型奨学金の創設要望への対応 

○ 企業や業界団体との組織的な連携・協力事業の立ち上げへの対応 

○ 「社会人や女性の学び直し教育プログラム」開発・実証等への積極的な対応 

○ ジョブ・カード制度等への対応 

○ 専修学校及び各種学校制度の充実に資する客観的データ・統計数値等の収集及び調査等

への積極的な協力対応の周知 

○ ＴＣＥ財団等との連携による学校評価及び教育訓練の質保証等への対応 
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《中央教育審議会対応》 

○ 専修学校及び各種学校、職業教育等に関わる中央教育審議会各分科会等の審議事項の検

討、意見の募集やヒアリング等への対応 

《厚生労働省対応》 

 ○ 厚生労働省が実施する雇用対策事業への対応方策の検討 

 ○ 雇用保険法改正により拡充された教育訓練給付制度の対象となる教育訓練（専門実践教

育訓練）において職業実践専門課程の教育機能の活用の促進 

○ 人材育成、職業能力開発、職業教育・訓練等に関わる厚生労働省の会議への対応、関連

する諸事業の効果的な方策の研究及び厚生労働省所管課との協議 

○ 公共職業能力開発施設の統合・再編等を含む役割分担にかかる対応方策の検討、文部科

学省及び厚生労働省との三者協議開催の働きかけ 

《広報対応》 

 ○ 「職業実践専門課程」認定制度の周知、啓発活動を、全専各連ホームページ等において

推進する 

○ 本委員会と全専協の総務運営委員会広報対応担当による、「７月１１日 職業教育の日」

の普及啓発にかかる諸事業の企画運営 

○ 地域相互の情報共有・事例研究等に向けたネットワーク機能の強化 

○ 会員校が利益を享受できる情報提供の在り方の検討 

○ 本連合会及び職業教育ネットのホームページの運営 

○ 専修学校及び各種学校教育・職業教育の振興に関する学会等への積極的な対応にかかる

会員校への周知 

 

（２）財務委員会 

 本委員会は、会の財務・会費に係る全般を所管し、 

 ○予算及び決算に関する事項 

  ○会費に関する事項 

  ○財産の管理に関する協議・提言事項 

などを主な活動内容とする。 

会として財務上の健全かつ適正な運営が図られるよう、予算執行状況等を確認する。また、

今後の財政状況を勘案しつつ、各委員会等との議論を通じて重点化すべき計画等を確認し、収

支の均衡等に相当配慮した予算原案の立案を行う。 

なお、組織委員会と連携しながら、引き続き組織と会費の将来的な方向性について検討を行

う。 

 

（３）組織委員会 

 本委員会は、会の組織に係る全般を所管し、 

○組織の活性化に関する協議・提言事項 

○組織見直しに伴う会則改正に関する事項 

などを主な活動内容とする。 

全専各連が全国団体として機能し、継続的に事業を推進していくために、平成２４年６月の

総会における、組織委員会中間答申「今後の課程別設置者別部会の在り方」においてとりまと

められた「今後の課程別設置者別部会の将来像（案）」について新たに検討する。あわせて、職
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業実践専門課程・新たな学校種等を見据えながら、将来的な組織の在り方・組織改革について

慎重に協議する。 

また、財務委員会と連携しながら、引き続き組織と会費の将来的な方向性について検討を行

うとともに、会議等で指摘を受けた規定上の課題等を精査、検討して、必要に応じて会則等の

改正案のとりまとめを行う。 

 

（４）専修学校制度制定４０周年事業実行委員会 

 平成２７年度は専修学校制度が創設されて４０周年にあたることから、実行委員会を組織し

て具体的な事業計画を立案することとする。 

 開催日：平成２７年７月１０日（金） 

 会 場：アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

 

５．広報活動の一層の推進 

（１）「７月１１日 職業教育の日」の推進 

 「７月１１日 職業教育の日」にかかる事業の推進を、引き続き全専協と連携して、専修学校

及び各種学校における職業教育の実績と今後果たすべき使命について積極的に広報活動を実施

する。 

総務委員会と全専協総務運営委員会の広報対応小委員会において、「７月１１日 職業教育の

日」の普及啓発にかかる諸事業を企画運営し、職業教育の意義や社会的使命等を広く訴えるた

め、一般に利用されるプロモーショングッズ等を作成し、都道府県協会等及び関係方面に配布

する。 

 

（２）「広報全専各連」による情報提供 

 専修学校及び各種学校をめぐる動向や本連合会の活動状況等をまとめた「広報全専各連」

を年４回発行し、ホームページへ掲載、会員校等に配布する。 

 

（３）ホームページを活用した広報活動の推進 

①職業教育ネット（http://www.shokugyoukyouiku.net/） 

   ３０周年記念行事事業の一環として平成１７年１２月にオープンした「職業教育ネット」

を通じて、職業教育への社会的認知度を高めるとともに、ブログを活用した校種を問わない

人的交流、職業教育に関する研究・成功事例のデータベース化を図る。 

②全専各連ホームページ（http://www.zensenkaku.gr.jp/） 

当ホームページは、全専各連会員校に対する「活動の報告」、「予定日程の公表」、「行政情

報等の提供」を主たる目的として運用を行っており、特に情報の迅速な掲載と内容のさらな

る充実を図っていく。 

 

６．課程別設置者別部会活動方針 

（１）全国学校法人立専門学校協会 

 活動方針原案 

①「職業実践専門課程」認定制度の普及・検証と職業教育に特化した新たな高等教育機関創

設の早期実現 

  「職業実践専門課程」認定制度の普及や制度上の検証を積極的に推進するとともに、同制

－39－



度を踏まえた、新たな学校種の早期法制化に向け文部科学省と協議を進めるとともに、全国

的な渉外及び普及推進運動を展開する。 

②専門学校制度の充実・改善に必要な方策の実現 

◆ 立法府への幅広く細やかな働きかけや行政府との連携を強化し、専門学校教育への理

解・支援を得て、種々の振興方策を着実に実現する。 

ⅰ.文部科学省 

・ 第２期教育振興基本計画に明記された実践的な職業教育体系の真の確立を実現する。 

・ 職業教育を中核的に担う専門学校の学校制度上の位置づけを明確化し、国民が多様な学

習機会を選択しうる、複線型の教育体系の実現を目指す。 

・ 東日本大震災の被災地域の専門学校、被災した学生生徒及び保護者への財政的・制度的

復興支援の充実を求める。 

・ 継続的に専門学校の振興方策等について協議するための協力者会議の常設化を求めると

ともに、協力者会議での議論に積極的に対応し、具体的な諸施策・制度改正の実現を求め

る。 

・ 「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業企画推進委員会」や「専修

学校生への経済的支援の在り方に関する検討会」等の専門学校の振興に資する財政措置に

関する議論に積極的に対応する。 

・ 専門学校の教育機能を最大限に引き出すため、他の学校種との制度的な格差是正、同等

の財政・税制的な支援の充実（授業料減免等の修学支援、キャリア・コンサルティング機

能の強化支援等）、地方交付税交付金の専修学校分の拡充、さらには国による経常費助成の

実現を求める。また、各府省庁の会議等の議論に積極的に対応し、文部科学省と連携して、

具体的な格差等の早期是正を図るとともに、格差の発生を未然に防止する。 

・ 専門学校の学生生徒及びその保護者の経済的負担を軽減し、多様な学習機会を保障する

ため、キャリア教育・職業教育等に対する教育費私費負担の軽減に向けた公的財政支援の

充実（高等学校等就学支援金、身体・発達障害等の学生生徒の修学支援等）並びに給付型

奨学金の創設を求める。 

 ・ 専門学校における留学生受け入れに関する自主規約等の遵守に努め、適正な留学生の受

け入れや指導を推進するとともに、留学生をめぐる専門学校と大学との格差の是正を求め、

留学生３０万人計画の実現に資する。 

 ⅱ.厚生労働省 

・ 国や地方公共団体に対して、公共職業能力開発施設等との役割分担の徹底を求め、専門

学校との競合を回避し、各地域の専門学校の振興を図る。 

・ 職業能力開発訓練等において、職業教育機関としての専門学校に対する期待度が高まっ

ていることから、雇用対策、能力開発等の教育訓練、中長期的なキャリア支援措置（雇用

保険法改正により拡充された教育訓練給付制度）による社会人等の学び直しに積極的に対
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応する。 

ⅲ.その他 

・ 激甚災害法の適用については、重点課題として早期実現を求める。 

・ 各府省庁や地方公共団体等が行うキャリア教育・職業教育の推進事業、人材育成・雇用

対策事業等の拡充を求めるとともに積極的に対応する。 

・ 所轄庁に専門学校の単位制・通信制の円滑な認可を求めるとともに、学生生徒が確実か

つ明確な学習成果を達成できるよう、教育体制を整備する。 

・ 専門学校が培ってきた職業教育・キャリア教育の成果等を活用した、他の学校種との連

携事業等を行う。 

③教育の質保証、情報公開、法令遵守等に向けた取り組みの推進 

◆ 各専門学校において、「専修学校における学校評価ガイドライン」及び「情報提供等への

取組に関するガイドライン」に基づく学校評価及び情報公開、また、関係法令の遵守等を

徹底するとともに、積極的に教育活動その他学校運営の情報等を正確かつ広く社会に発信

し、公的な教育機関としての説明責任を果たす。 

ⅰ.文部科学省 

・ 職業実践専門課程を通じた専門学校の質保証・向上を推進するため、文部科学省と連携

して、認定基準に係る事案を検証するとともに、実践的職業教育の好事例について情報発

信を行う。 

・ 東日本大震災からの復興、日本経済の再生、教育再生、暮らしの再生等の国の政策を進

める上で、専門学校の役割・重要性が認識され、その教育機能が幅広く活用されるよう求

める。 

・ 「社会人や女性の学び直し教育プログラム」の全国展開（地域版学び直し教育プログラ

ムの開発・実証）に積極的に参画し、専門学校が社会人等による学び直し（キャリアアッ

プ・キャリアチェンジ）を積極的に活用するよう推進する。 

・ 職業教育・訓練の国際標準化へ対応するため、国内にとどまらず国際通用性を見据えた

学習成果や職業能力等の評価のあり方について研究を行う。 

 ⅱ.厚生労働省 

・ 学生生徒のほか社会人教育等に対応し、ジョブ・カード制度等、産学官をあげて推進す

る職業能力評価の仕組みに積極的に取り組む。 

ⅲ.その他 

・ 専門学校教育・職業教育に対する社会的認知度の一層の向上に資するよう、地域相互の

ネットワークを介して事例研究等を含めた情報共有機能を強化し、一般社会への継続的・

主体的な情報発信を行う。 
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・ 全国統一の「７月１１日 職業教育の日」の広報活動事業、企業等との連携事業を通じて、

専門学校と産業界との密接な関係を深め、キャリア教育・職業教育の重要性を広く社会に

アピールする。 

・ 関係府省庁及び機関等に対して、専門学校の実態把握、今後の振興策立案に必要な各種

統計調査の実施や統計データ収集を働きかけるとともに、会員校に対して、各種調査等へ

の積極的な協力を呼びかける。 

 

（２）全国高等専修学校協会 

活動方針原案 

① 高等専修学校の振興策の実現 

ⅰ 文部科学省委託事業平成２６年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的

推進事業」における「高等専修学校における高等教育機関と接続したモデル・カリキ

ュラム開発と就労支援システムの構築」事業の推進 

ⅱ 会員校の学校評価・情報公開８割実施を推進し、公的教育機関として独自の財政措置

と、未解決の格差是正の実現を目指す 

ⅲ 啓発資料（高等専修学校パンフレット）の毎年度発行を国に求め、高等専修学校の社

会的認知度向上のための活動を推進する 

 ⅳ わかりやすい学校制度とするために、専修学校設置基準分離の議論の再開を求める 

 ⅴ 高等専修学校に学ぶ発達障がい生徒の受け入れ、修学ならびに進路指導に関する支援

を推進する 

 ⅵ 高等専修学校における「いじめ問題」に対して適切な対応を推進する 

 ⅶ 各都道府県における高等専修学校に対する「授業料軽減等措置」を推進する 

 ⅷ 東京都の「私立専修学校特別支援教育事業費補助」をモデルとした各道府県の発達障

がい生徒受け入れに関する予算措置を求める 

 ⅸ 各都道府県における授業料減免措置に対する国の支援事業を求める 

② 高等専修学校と高等学校との格差是正 

ⅰ 国及び都道府県における経常費助成措置 

ⅱ 独立行政法人 日本スポーツ振興センター災害共済給付への加入 

ⅲ 都道府県公私連絡協議会への参加 

③ 組織力の強化 

ⅰ 協会が行う事業について周知、支援・協力の要請 

ⅱ 体育大会等の協会主催事業への参加要請 

④ 調査・統計資料の収集 

ⅰ 高等専修学校の実態把握に関する事項 

ⅱ 技能連携等の実態把握に関する事項 

⑤ 高等専修学校のＰＲ・認知度のアップ 

ⅰ 母校訪問の全国展開 

ⅱ 高等専修学校展の普及 

ⅲ 職業体験講座の積極的普及 

ⅳ 協会ホームページ・メールマガジンの充実 

⑥ 高等専修学校の個性化の推進 
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ⅰ 高等学校との差別化及び高等専修学校の個性化に関する研究の推進 

ⅱ  高等専修学校教育を支援する国からの公的施策への積極的対応  

⑦ 生徒表彰 

ⅰ 成績優秀生徒及び部活動等における優秀生徒への表彰 

⑧ 無認可校（サポート校）及び技能連携施設問題への対応 

ⅰ 行政への働きかけ 

ⅱ 募集時期等の諸問題の調査研究 

 

（３）全国個人立専修学校協会  

活動方針原案 

① 本協会の今後の在り方に関する検討 

ⅰ 本協会の今後の方向性とその将来像についての協議 

ⅱ 個人立専修学校の振興を図るための全専各連との密接な情報交換・連携 

② 個人立専修学校の振興のための具体的な課題 

ⅰ 固定資産税の減免 

○固定資産税減免の全国的な完全実施の推進 

○固定資産税減免運動の推進に係る方策の普及 

ⅱ 固定資産税減免を推進するための具体的な陳情資料等の研究 

ⅲ 学校の円滑な承継の研究 

○生前の設置者変更にかかる方策の研究 

○相続税等の研究 

③ 学校評価等の推進 

ⅰ 専修学校における学校評価・情報公開ガイドラインへの対応 

④ 厚生労働省職業訓練施策への対応 

ⅰ 公共職業訓練（離職者訓練） 

ⅱ 求職者支援訓練 

ⅲ 教育訓練給付 

⑤ 会員校への情報の周知徹底 

ⅰ 研修会等による情報提供 

ⅱ 行政との情報交換 

ⅲ 事業への協力要請 

⑥ 学校種創設と現行制度の充実・改善方策の推進への対応 

ⅰ 文科省「専修学校生の学生生活等に関する調査研究」への協力 

ⅱ 協力者会議報告を受けた充実・改善方策への対応（通信制・単位制） 

ⅲ 全専各連の一員としての役割を果たす 

 

（４）全国各種学校協会 

活動方針原案 

① 各種学校制度の改革 

② 全国各種学校協会生涯学習カレッジ講座認定事業の推進 

③ 各種学校の全国への発信力の強化 

④ 学校評価等への取り組みの推進 
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⑤ 教育費私費負担の軽減に資する公的財政支援制度（教育バウチャー制度）の研究 

⑥ 日本政策金融公庫が行う「国の教育ローン」の普及・啓発 

⑦ 会員校の情報収集及び今後の協会活動等に対するアンケート調査の実施 

⑧ 会員校の増強 

 

７．分野別専門部会活動方針概要  

（１）全国工業専門学校協会  

 ①平成２６年度幹事会の開催 
 ②第３６回（平成２６年度）定例総会の開催  
 ③全国工業専門学校協会長賞の実施 
 

（２）全国語学ビジネス観光教育協会  

「観光英語検定試験」を年２回開催。あわせて検定試験関連書籍等の作成・発行を行い、

会員校・検定試験等の広報活動に努める。また、例年通り「全国専門学校英語スピーチコン

テスト」を開催し、語学ビジネス観光教育の充実向上に努める。 

①第３０回観光英語検定試験 

平成２６年６月２９日：１・２・３級 

②第３１回観光英語検定試験 

平成２６年１０月２６日：１・２・３級 

③第３２回全国専門学校英語スピーチコンテスト 

  平成２６年１２月１日：東京・日本橋公会堂 

 

（３）全国服飾学校協会 

①ブロック・ファッション教育研修会の開催 

②繊維ファッション産学交流会議の開催（東京） 

③全国服飾学校「ファッション画コンクール」の開催（東京） 

④「服飾教育顕彰」の実施 

⑤「2014Tokyo 新人デザイナーファッション大賞（アマチュア部門）」開催（東京） 

 

（４）特定非営利活動法人全国美術デザイン専門学校教育振興会 

①第２６回「全日本高校デザイン・イラスト展」開催予定 

   巡回展示：平成２６年１０月～全国各地区で開催予定 

②研修委員会 

 職業実践専門課程に対応した専門分野の教員研修を実施予定。会員校の相互交流と教育

内容のさらなる充実を目的とする、研修会を開催する予定 

③事業委員会 

 色彩士検定の実施 

 今年度は 1 級試験をリニューアルのため休止する 

 第３６回色彩士検定試験：平成２６年９月（３級） 

 第３７回色彩士検定試験：平成２７年１月（２級・３級） 

 ４級ウェブ試験：通年無料で実施している。 
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（５）全国予備学校協議会 

社会の変化に的確な対応を図り、全専各連の分野別専門部会としての活動を通じて、学校

教育制度の一環としての教養基礎教育を担う予備学校の教育と経営の充実向上に努める。 

①学校の教育と経営の充実向上を図るための調査研究 

②予備学校の教育と経営に関する研修会の開催 

③広報活動 

④大学入試センター試験説明協議会への参加 

 

（６）一般社団法人全国専門学校情報教育協会 

情報系専門学校及び情報機器を活用するすべての専門学校を対象に、以下の事業を実施す

る。 

①会員加入促進強化 

②情報教育に関する調査・研究事業の実施 

③情報教育担当教員研修会、専修学校フォーラム２０１５などの実施 

④第２３回全国専門学校ロボット競技会の開催 

⑤第１１回ビジネスプロデュースコンペティションの開催 

⑥第３回専門学校ゲームコンペティションの開催 

⑦新認定試験実施の検討 

⑧文科省委託事業・成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進事業「ＩＴ分 

野コンソーシアム」の運営 

⑨公官庁との事業連携 

  ⑩インターネットを活用した情報の提供 

 

（７）公益社団法人全国経理教育協会  

 「総務委員会」「企画委員会」「検定運営委員会」「検定審査会」常置委員会の機能を強化

し平成２６年度の事業を推進する。 

①公益社団法人としての事業の推進（簿記経理・税務教育の普及振興、検定公益事業の拡

充） 

②検定運営のＩＴ化の定着 

③検定試験の見直し・新検定の開発、トライアル試験の実施 

④全国簿記電卓競技大会の開催（平成２６年９月７日東京ガーデンパレスにて開催予定） 

⑤受験教材の整備（実施検定のテキスト・問題集開発） 

⑥収益事業の拡充（過去問題集の書籍販売・インターネットでのダウンロード販売の検討） 

⑦コンプライアンスの強化及び諸規程の整備 

⑧講習会・研修会の開催（各種法人会計・国際会計・中小企業会計要領等） 

⑨検定試験の国際化 

⑪検定事業推進の強化 

 

（８）公益社団法人全国珠算学校連盟 

  ①第３３回全日本珠算技能競技大会 

   日程：平成２６年７月３０日（水） 

   会場：東京都 東京ガーデンパレス 

－45－



  ②第４３回全国珠算学校集合研修会 

   日程：平成２６年８月１８日～１９日 

   会場：福島県会津若松市東山町 「御宿 東鳳」 

③第６回指導者研修会「明日の珠算を考える会２０１４」 

   日程：平成２６年１０月５日（日） 

   会場：東京都 東京ガーデンパレス 

 

（９）全国専門学校日語教育協会  

平成２６年度の事業計画は、３月実施予定の総会にて決定する予定。 

  ①理事会・総会 

○年２回（６～７月、３月） 

②総務委員会 

○留学生の動向把握と対策 

○日本の学校制度（特に専門学校の位置づけ）を海外に認知させるための対策を協議 

○文部科学省「高等教育機関に進学・在籍する外国人学生の日本語教育に関する検討会

議」報告への対応 

○国内外の高等教育機関との連携事業の推進 

○新規会員校の獲得 

③教育研究委員会 

○第２７回全国専門学校日本語学習外国人留学生日本語弁論大会の開催（東京） 

○会員校の教育交流、教員研修の推進 

④学生対策委員会 

○国内外の高等教育機関との連携事業の推進 

○外国人留学生の就労支援や受け入れについて専門学校が果たす役割の研究事業の推進 

○ホームページの充実（多言語対応や他の関連サイトとのリンクなど） 

○日本留学フェアの参加（資料参加を含む） 

⑤国際交流委員会 

      ○国際交流セミナーの開催（年２回・各総会終了後） 

 

（10）全国専門学校リハビリテーション協会 

  ①平成２６年度 定例総会・情報交換会の開催 

②担当者会議の開催 

  ③広報活動に関する研修会 

   日程：平成２６年６月１４日 

 会場：大阪リハビリテーション専門学校 

 

平成２６年度 年間主要会議日程 

◆平成２６年 

  ４月１８日（金）事務担当者会議（東京都・アルカディア市ヶ谷） 

  ６月１８日（水）全専各連第６３回定例総会・第１１９回理事会（東京都・アルカディア

市ヶ谷） 

  ６月１９日（木）全国学校法人立専門学校協会定例総会・理事会（東京都・アルカディア
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市ヶ谷） 

  ７月１０日（木）中国ブロック会議（鳥取県・米子全日空ホテル） 

  ７月１６日（水）近畿ブロック会議（滋賀県・琵琶湖ホテル） 

  ７月２４日（木）～２５日（金）九州ブロック会議（大分県・別府杉乃井ホテル） 

  ８月 ５日（火）四国ブロック会議（香川県・リーガホテルゼスト高松） 

  ８月２８日（木）北関東信越ブロック会議（長野県・上田高砂殿） 

  ８月２８日（木）～２９日（金）中部ブロック会議（三重県・ホテルグリーンパーク津） 

  ９月 ５日（金）～６日（土）北海道ブロック会議（函館市・函館国際ホテル） 

  ９月２２日（月）東北ブロック会議（福島県・会津若松ワシントンホテル） 

 １０月２４日（金）南関東ブロック会議（埼玉県・浦和ロイヤルパインズホテル） 

 １１月２８日（金）都道府県協会等代表者会議（東京都・アルカディア市ヶ谷） 

◆平成２７年 

  ２月２６日（木）全専各連第１２０回理事会・全専協理事会合同会議（東京都・アルカデ

ィア市ヶ谷） 

＜その他＞ 

 第６９回全国私立学校審議会連合会総会 

平成２６年１０月３０日（木）～３１日（金）  

岡山県・ホテルグランヴィア岡山 
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平成２６年２月２７日  

 

新学校制度創設推進本部の今後の方針  

 

平成２６年度から新たに第２期新学校制度創設推進本部を立ち上げるに

あたり、以下の方針で臨むこととする。  

 

［主旨］  

平成２５年８月３０日に「専修学校の専門課程における職業実践専門課程

の認定に関する規程」が告示施行され、平成２６年３月末に最初の認定学科

が告示されることとなった。これまで、全専各連および全専協では、本制度

の創設にあたり「新学校制度創設推進本部」を会長の下に組織し活動してき

たところである。  

今後は、本制度の検証と積み残しの課題を精査し、全専各連の最終目標で

ある「職業教育に特化した新たな高等教育機関の創設」に向けた活動を推進

するため、平成２６年度から第２期となる新学校制度創設推進本部を立ち上

げることとする。  

 

［今後の進行と留意事項等］  

以下の件については、２月１０日（月）開催の正副会長会議で、すでに了

承を得ているところである。  

なお、第２期推進本部立ち上げに先立ち、最初の認定学科の告示を受けて、

２６年４月以降、これまでの推進本部（第１期）委員に対して、あらためて  

今後の認定申請に係る課題の整理および報告を行うものとする。  

 

1. 第２期新学校制度創設推進本部（推進本部）の設置  

 基本的な活動方針を策定し、重要な検討課題へ対応すること  

 文科省、議員連盟との調整  

 情報の収集、発信  

2. Working Group の設置  

 推進本部での議論を深めるにあたって、必要なデータや資料の収集、

検討案の策定等を行う。  

 検討テーマにより複数設置することもあり。  
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3. 検討テーマ  

【職業実践専門課程に関すること】  

 職業実践専門課程の申請、認定状況の確認、認定後の検証（文科省

事業への対応）  

※特に、教育課程編成委員会、教員の資質向上、学校関係者評価  

 

 産業界等（経済団体、業界団体、学協会等）との連携の実態把握、

好事例の収集・情報発信（研修会、広報など）  

 

 複数の専門学校と産業界等の連携体制の構築に向けた取組（分野別

又は地域別なども留意しつつ検討）  など  

 

【新学校種創設に関すること】  

 新学校種創設にあたっての課題の整理  

①  教員資格の在り方  

②  第三者評価の推進  

③  国際通用性の確立  など  

 

 具体的推進方策の策定  

①  推進本部と Working Group との役割分担  

②  文科省担当官（生涯学習政策局参事官：大谷参事官）との協議、

および新学校種創設に向けた職業実践専門課程の展開に関する検

討の促進  

③  議員連盟の Project Team との連携、および国会議員へのはたら

きかけ（専門学校制度についての理解、全専各連が考える高等教

育の将来像についての理解）  

 

 新学校制度の具体的制度設計  

① 職業実践専門課程の検証を踏まえつつ、上記新学校種創設にあたっ

ての課題①～③を検討  

② 新学校種創設にあたっての課題①～③について諸外国の状況（韓国、

フィンランド、米、英、独、豪）などの更なる調査等を通じた具体

的制度設計を行う（文科省と相談）  
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【参考】  平成２４・２５年度推進本部委員  

小林光俊   （本部長）  

岡本比呂志  （担当副会長、ﾜｰｷﾝｸﾞ座長）  

吉田松雄  

岡部隆男  

中島利郎  

中村徹  

福田益和  

永見憲吾  

氏原憲二  

中村哲  

川越宏樹  

関口正雄   （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ、ﾜｰｷﾝｸﾞ副座長）  
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平成２６年２月２７日  

 

専修学校制度制定４０周年記念事業について  

 

 

平成２５年２月４日の正副会長会議において、平成２７年に専修学校

制度が創設されて４０周年にあたることから、周年記念事業を実施する

ことについて合意がなされた。  

平成２６年度には、正式に事業計画に盛り込み、以下のように実行委

員会を組織して具体的な事業計画を立案することとする。  

 

開催日  ：  平成２７年７月１０日（金）  

会  場  ：  アルカディア市ヶ谷（私学会館）  

 

◎実行委員長：中島利郎副会長  

 

◎基本的考え方  

 ４０年の節目をむかえる専修学校制度のこれまでの歩を振り返る

とともに、今後の新たな職業教育の展開を目指し、我が国の職業

教育を担う専修学校のより一層の発展・充実を期する会とする。  

 「職業実践専門課程」の制度創設の祝意を表する会とする。  

 １０年後の５０周年を見据え、また東日本大震災の復興がいまだ

道半ばであることにも留意し、式典等が必要以上に華美とならな

いよう配慮する。  

 節目の記念誌の編纂は、５０周年事業として計画することとし、

３０周年以降に進展した専修学校関係の制度改革や振興方策等に

関する事項を記録資料としてまとめる。  

 

平成２６年度予算案  

  委員会経費等：４００万円  
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（単位：円）

備  考

１．事業活動収入

( 40,000 ) ( 40,000 ) ( 0 )

40,000 40,000 0

( 400,000 ) ( 300,000 ) ( 100,000 )

400,000 300,000 100,000

( 120,000,000 ) ( 115,000,000 ) ( 5,000,000 )

118,000,000 113,000,000 5,000,000 25年度実績より2.5％減額

2,000,000 2,000,000 0 200,000×10部会

( 20,000 ) ( 20,000 ) ( 0 )

10,000 10,000 0

10,000 10,000 0

120,460,000 115,360,000 5,100,000

２.事業活動支出

( 25,800,000 ) ( 19,950,000 ) ( 5,850,000 ) 会議旅費及び会議室料

1,400,000 1,300,000 100,000 定例1回　

6,400,000 6,100,000 300,000

7,700,000 2,350,000 5,350,000 ｢40周年記念事業｣実行委員会等

1,700,000 1,600,000 100,000

6,300,000 6,300,000 0

2,300,000 2,300,000 0 ブロック会議役員出席等

( 3,300,000 ) ( 6,300,000 ) ( △ 3,000,000 )

300,000 300,000 0

3,000,000 6,000,000 △ 3,000,000

( 4,300,000 ) ( 4,350,000 ) ( △ 50,000 )

2,050,000 2,150,000 △ 100,000 ＨＰ関係経費・広告掲載

2,250,000 2,200,000 50,000

( 27,190,000 ) ( 27,190,000 ) ( 0 )

27,190,000 27,190,000 0 課程別設置者別部会

( 1,700,000 ) ( 1,700,000 ) ( 0 )

1,700,000 1,700,000 0 エコバック・カレンダー

( 60,900,000 ) ( 59,900,000 ) ( 1,000,000 )

38,500,000 38,000,000 500,000

10,000 10,000 0

6,300,000 6,000,000 300,000

600,000 600,000 0

2,060,000 2,200,000 △ 140,000

2,000,000 2,000,000 0 パート1名

1,150,000 1,000,000 150,000

440,000 500,000 △ 60,000

300,000 300,000 0

260,000 260,000 0

600,000 600,000 0

500,000 500,000 0 私学会館11階  1/3

4,770,000 4,630,000 140,000 私学会館11階　1/3

50,000 50,000 0 固定資産税

750,000 740,000 10,000

2,360,000 2,260,000 100,000 会費118,000,000×2%

250,000 250,000 0

123,190,000 119,390,000 3,800,000

△ 2,730,000 △ 4,030,000 1,300,000

第４号議案　平成２６年度収支予算案

Ⅰ 事業活動収支の部

基 本 財 産 運 用 収 入

基 本 財 産 利 息 収 入

収支予算書(案)
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

科　　　　目 予 算 額 前年度予算額 増　減

入 会 金 収 入

入 会 金 収 入

給 料 手 当 支 出

退 職 金 支 出

ブ ロ ッ ク 会 議 費 支 出

都道府県協会等会費収入

分 野 別 専 門 部 会 費 収 入

雑 収 入

受 取 利 息 収 入

雑 収 入

会 費 収 入

広 報 活 動 費 支 出

広 報 発 行 費 支 出

協 会 運 営 費 支 出

協 会 運 営 費 支 出

事業活動収入計

会 議 運 営 費 支 出

総 会 運 営 費 支 出

役 員 会 運 営 費 支 出

委 員 会 運 営 費 支 出

事 務 担 当 者 会 議 費 支 出

出 張 旅 費 支 出

振 興 対 策 費 支 出

会 議 費 支 出

対 策 諸 費 支 出

広 報 活 動 費 支 出

公 租 公 課 支 出

家 賃 支 出

光 熱 水 費 支 出

職業教育の日推進費支出

職業教育の日推進費支出

法 定 福 利 費 支 出

福 利 厚 生 費 支 出

顧 問 料 支 出

雑 給 支 出

管 理 費 支 出

交 通 費 支 出

通 信 費 支 出

新 聞 図 書 費 支 出

印 刷 費 支 出

消 耗 品 費 支 出

支 払 手 数 料 支 出

都道府県協会等交付金支出

雑 支 出

事業活動支出計

事業活動収支差額
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（単位：円）

備  考

１．投資活動収入

( 9,000,000 ) ( 6,000,000 ) ( 3,000,000 )

9,000,000 6,000,000 3,000,000 各種事業の推進及び強化

9,000,000 6,000,000 3,000,000

２.投資活動支出

( 3,950,000 ) ( 16,800,000 ) ( △ 12,850,000 )

3,950,000 2,800,000 1,150,000 期末退職給与要支給額

0 14,000,000 △ 14,000,000

3,950,000 16,800,000 △ 12,850,000

5,050,000 △ 10,800,000 15,850,000

１．財務活動収入

0 0 0

２.財務活動支出

0 0 0

0 0 0

( 2,000,000 ) ( 2,000,000 ) ( 0 )

320,000 △ 16,830,000 17,150,000

56,206,466 73,036,466 △ 16,830,000

56,526,466 56,206,466 320,000

予 算 額科　　　　目

Ⅱ 投資活動収支の部

財務活動収支差額

Ⅳ 予備費支出

前年度予算額 増　減

財務活動支出計

特 定 預 金 取 崩 収 入

活性化対策特定預金取崩収入

投資活動収入計

特 定 預 金 支 出

退職給与引当特定預金支出

４０周年記念特定預金支出

投資活動支出計

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

投資活動収支差額

Ⅲ 財務活動収支の部

財務活動収入計
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１．事業活動収入

( 40,000 ) ( 0 ) ( 40,000 )

40,000 0 40,000

( 400,000 ) ( 0 ) ( 400,000 )

400,000 0 400,000

( 120,000,000 ) ( 0 ) ( 120,000,000 )

118,000,000 0 118,000,000

2,000,000 0 2,000,000

( 20,000 ) ( 0 ) ( 20,000 )

10,000 0 10,000

10,000 0 10,000

120,460,000 0 120,460,000

２.事業活動支出

( 25,800,000 ) ( 0 ) ( 25,800,000 )

1,400,000 0 1,400,000

6,400,000 0 6,400,000

7,700,000 0 7,700,000

1,700,000 0 1,700,000

6,300,000 0 6,300,000

2,300,000 0 2,300,000

( 3,300,000 ) ( 0 ) ( 3,300,000 )

300,000 0 300,000

3,000,000 0 3,000,000

( 4,300,000 ) ( 0 ) ( 4,300,000 )

2,050,000 0 2,050,000

2,250,000 0 2,250,000

( 27,190,000 ) ( 0 ) ( 27,190,000 )

27,190,000 0 27,190,000

( 1,700,000 ) ( 0 ) ( 1,700,000 )

1,700,000 0 1,700,000

( 60,900,000 ) ( 0 ) ( 60,900,000 )

38,500,000 0 38,500,000

10,000 0 10,000

6,300,000 0 6,300,000

600,000 0 600,000

2,060,000 0 2,060,000

2,000,000 0 2,000,000

1,150,000 0 1,150,000

440,000 0 440,000

300,000 0 300,000

260,000 0 260,000

600,000 0 600,000

500,000 0 500,000

4,770,000 0 4,770,000

50,000 0 50,000

750,000 0 750,000

2,360,000 0 2,360,000

250,000 0 250,000

123,190,000 0 123,190,000

△ 2,730,000 0 △ 2,730,000

第５号議案　平成２６年度第１次補正予算案

雑 支 出

光 熱 水 費 支 出

家 賃 支 出

公 租 公 課 支 出

支 払 手 数 料 支 出

都道府県協会等交付金支出

事業活動収支差額

雑 給 支 出

事業活動支出計

交 通 費 支 出

通 信 費 支 出

新 聞 図 書 費 支 出

印 刷 費 支 出

消 耗 品 費 支 出

会 議 運 営 費 支 出

総 会 運 営 費 支 出

役 員 会 運 営 費 支 出

委 員 会 運 営 費 支 出

事 務 担 当 者 会 議 費 支 出

広 報 活 動 費 支 出

退 職 金 支 出

法 定 福 利 費 支 出

福 利 厚 生 費 支 出

顧 問 料 支 出

広 報 活 動 費 支 出

管 理 費 支 出

給 料 手 当 支 出

広 報 発 行 費 支 出

協 会 運 営 費 支 出

協 会 運 営 費 支 出

職業教育の日推進費支出

職業教育の日推進費支出

ブ ロ ッ ク 会 議 費 支 出

出 張 旅 費 支 出

振 興 対 策 費 支 出

会 議 費 支 出

対 策 諸 費 支 出

事業活動収入計

Ⅰ 事業活動収支の部

基 本 財 産 運 用 収 入

基 本 財 産 利 息 収 入

入 会 金 収 入

入 会 金 収 入

会 費 収 入

都道府県協会等会費収入

分 野 別 専 門 部 会 費 収 入

雑 収 入

受 取 利 息 収 入

雑 収 入

第1次補正予算書(案）
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

科　　　　目 補正前予算額 補正額 補正後予算額

（単位：円）
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１．投資活動収入

( 9,000,000 ) ( 0 ) ( 9,000,000 )

9,000,000 0 9,000,000

9,000,000 0 9,000,000

２.投資活動支出

( 3,950,000 ) ( 19,000,000 ) ( 22,950,000 )

3,950,000 0 3,950,000

0 19,000,000 19,000,000

3,950,000 19,000,000 22,950,000

5,050,000 △ 19,000,000 △ 13,950,000

１．財務活動収入

0 0 0

２.財務活動支出

0 0 0

0 0 0

( 2,000,000 ) ( 0 ) ( 2,000,000 )

320,000 △ 19,000,000 △ 18,680,000

56,206,466 19,366,481 75,572,947

56,526,466 366,481 56,892,947

活性化対策特定預金支出

活性化対策特定預金取崩収入

投資活動収入計

特 定 預 金 支 出

補正前予算額 補正後予算額

次期繰越収支差額

（単位：円）

投資活動支出計

投資活動収支差額

Ⅲ 財務活動収支の部

財務活動収入計

Ⅱ 投資活動収支の部

財務活動収支差額

Ⅳ 予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

財務活動支出計

特 定 預 金 取 崩 収 入

退職給与引当特定預金支出

科　　　　目 補正額
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第６号議案 役員改選  

任期満了にともない、平成２６年度及び平成２７年度の下記の件につき選任を願いたい。 

・会長の選任 

・監事の選任 

（会則第１５条第１項、第５項、会則第１９条第２項第３号） 
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